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第５章 資産勘定 

 本章では、はじめに、第１節で環境資産勘定の概要と環境資産の定義を説明する。第２

節では勘定の構成及び資産勘定を編集する際に必要な勘定記入を説明する。最後に第３節

で、資産勘定の編集における二つの重要な分野について説明する。一つは、環境資産の物

的な「枯渇・減耗」(depletion)を定義する際の原則であり、もう一つは、貨幣的資産勘定

に関連して、正味現在価値（NPV）手法をはじめとする環境資産の評価手法である。 

 注：SEEA-CF において、付録 A5.1 に定式化されているように「depletion」は天然資源

の枯渇量＝採掘・採取量－再生量を意味する。 

 

5.1 資産勘定の概要 

 
5.1.1 資産勘定とは 

（１）環境資産の定義の変遷 

資産は社会にとって価値があるものと考えられている。経済学における資産の定義は価

値の蓄積であり、多くの場合、生産プロセスへの投入も行うというものであった。最近で

は、これにしたがって環境を資産としてとらえ、「環境を構成する要素に特有の(蓄積され

た)価値」、「環境が広く社会全体に対して、特に経済への投入も行う」と考えるようになっ

てきた。環境資産の用語は、物的・貨幣的に測定可能なこれら投入の源泉を表すために用

いられてきた。 

 
（２）環境資産の維持管理 

環境資産を考える一つの動機は、現在の経済活動が利用可能な環境資産を急速に枯渇・

減耗 (depletion)及び劣化・悪化・破壊(degradation)させており、環境資産を再生させる

速度を上回っていることへの憂慮である。こうした「資産を長期的に利用することが可能

であり続けるか」という懸念が広がっている。 

現代を生きる各世代は、将来の世代に代わって広範に及ぶ環境資産を維持する「管理人」

と見なされている。環境資産の管理を向上させるという一般目標が存在し、経済と社会に

対する投入を継続するために、「資源の持続可能な使用」と「環境資産が持つ能力・容量

(capacity)」(環境容量)を評価することが重要となっている。 

 
（３）環境資産勘定の目的 

この一般目標が SEEA 開発の主要な原動力であり、資産の測定及び資産勘定の編集をする

ための推進力となっている。このような背景の中、SEEA における資産勘定の目的は、環境

資産の量と金額評価(価値)を測定することに加え、資産の時系列的な増減を記録すること

にある。 
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一定期間中の環境資産の物的・貨幣的変化には、環境資産ストックの増加（自然成長及

び発見によるものなど）、及び環境資産ストックの減少（採掘・採取(extraction)及び自然

損失によるものなど）を含む。 

 

（４）SEEA が対象とする環境資産（第２章 2.2 環境資産の測定より） 
経済による自然投入の使用は、投入を生み出す環境資産のストックの変化と連動する。

環境資産の物的・貨幣的資産勘定は、SEEA の特徴である。 

環境資産は、地球の自然発生の生物・非生物の構成要素であり、人類に便益をもたらす

生物・物理学的環境を構成する。(2.17) 
環境資産は、自然に発生するが、多くの環境資産は、経済活動により様々に変換される。

SEEA においては、環境資産を２つの視点から検討している。 

 ①第１の視点 

SEEA-CF では、経済活動に物質と空間を提供する環境の構成要素に視点を置いている。

例えば、鉱物・エネルギー資源、木材資源、水資源及び土地である。 

この視点は、「企業と家計が経済のための自然投入として、環境資産を直接使用する

ことによる物質的な便益」を対象としている。環境資産を間接的に使用することによる

非物質的な便益（水の浄化、炭素の保存、洪水の低減などの環境サービスからの便益）

は、検討対象ではない。 

資産の対象範囲は、前述(2.17)の様々な天然資源と生物資源に一体化されている個別

の要素までは広げていない。例えば、各種土壌栄養素は、個々の資産とみなされていな

い。本報告書で概説する SEEA-CF の資産勘定は、この第１の視点で作成されている。 

 ②第２の視点 

環境資産に対する第２の視点は、SEEA-EEA（実験的生態系勘定）に記述されている。

そこでは、同じ環境資産を扱っているが、環境資産から得られる便益を、物質的な便益

に加えて物質的でない便益をも検討している。測定の重点は、生態系である。 

生態系は、生物個体群（植物、動物、微生物等）と非生命的環境が環境の構成、プロ

セス及び機能を提供するために機能単位として相互に作用する動態的な複合体となって

いる領域である。(2.21) 
例えば、大気と相互に作用する陸地の生態系と海の生態系がある。地域レベルと地球

レベルでは異なる生態系の間でも相互作用が生じることがある。 

生態系勘定は、非生命環境内で生物構成要素が、生態系サービスの便益をもたらすた

めに機能する能力を考慮する。 

生態系サービスとは、生態系の機能から提供され、人類が受け取る便益のことである。 
生態系サービスの提供方法は多岐にわたり、生態系によって異なる。生態系サービス

は、４種類にグループ分けすることができる 94。 

ａ．森林からの木材の提供のような「提供サービス」 

ｂ．森林が炭素のシンクの役割を果たすときのような「規制サービス」 

ｃ．土壌の形成におけるサービスのような「支援サービス」 

ｄ．国立公園の訪問者に提供される楽しみのような「文化サービス」 

                                                   
94 例えば、Millennium Ecosystem Assessment (2003)を参照。 
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このうち、「提供サービス」は、環境資産の物質的便益に関連するが、それ以外の種

類の生態系サービスは、環境資産の非物質的便益に関連する。 

経済活動は、環境資産を劣化・破壊させることがあるため、同じ範囲、数量または品

質の生態系サービスを恒常的に提供することはできない。環境資産の物質的便益と非物

質的便益の両方を含む生態系に視点を置くことにより、経済活動によって生態系が生態

系サービスを生産する能力・容量をどれだけ低下させるかを分析することができる。 

 
（５）国連 SEEA-CF 報告書による「第５章」の構成 

 国連 SEEA-CF 報告書「第５章 資産勘定」では、本報告書の内容に加えて、5.5～5.11

節において、個別の環境資産の資産勘定について説明している。資産それぞれの測定範囲、

資産勘定の構成、及びその他の関連する概念上や測定上の問題点に関して詳細に説明して

いる。全ての環境資産に例外なく適用される一般原則が存在する一方で、個々の環境資産

は独自の特徴を有しており、それらを考慮することが求められている。また、章の最後に、

正味現在価値（NPV）手法に関する追加説明資料が添付されている。 

以下に個別の資産勘定を示す。 

 5.5  鉱物・エネルギー資源の資産勘定 

 5.6  土地の資産勘定 

 5.7  土壌資源勘定 

 5.8  木材資源の資産勘定 

 5.9  水産資源の資産勘定 

 5.10 その他の生物資源の勘定 

 5.11 水資源の資産勘定 

 
5.1.2 環境資産の範囲と分類 

本項では SEEA-CF における環境資産の一般的な測定の境界と環境資産の分類、及び環境

資産と経済資産の関係についての説明を行う。 

 

（１）環境資産の範囲 

 ①個別構成要素による定義 

SEEA-CF における環境資産の範囲は、環境を構成する個別の要素に焦点を充てること

で定義される。この範囲は、経済活動で使用される資源を供給する各種の個別構成要素

から成る。一般的に、これらの資源は、経済生産や消費、貯蓄で直接使用する目的で、

収穫、採掘・採取、もしくは除去される。この範囲には、経済活動を実施するための空

間となる土地及び陸水を含む。 

SEEA-CF には、環境資産とみなされる７つの個別構成要素がある。７つの構成要素と

は、「鉱物・エネルギー資源」、「土地」、「土壌資源」、「木材資源」、「水産資源」、「その他

の生物資源（木材資源及び水産資源を除く）」、「水資源」である。 

 ②一国の測定範囲 
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一国の環境資産の測定範囲は、その国が支配する経済的領土内の環境資産に限定され

る。島を含む全ての陸地部分、その国の排他的経済水域内の海域と海底を含む沿岸水域、

及びその国の主張が認められている全ての国際水域内の海域または海底が含まれる。水

産資源及び鉱物・エネルギー資源のストック測定においては、陸上の環境資産を超えた

地理的範囲の拡大が行われる。 

 ③物的・貨幣的な観点からの範囲 

物的な観点からは、個別構成要素の測定範囲は広く、人類に便益をもたらす可能性の

ある全ての資源にまで拡大する。一方、貨幣的な観点からは、その範囲は、SNA の評価

原則に基づく経済的価値を有する個別構成要素に限定される。 

例えば、物的には、一国内の全ての土地は SEEA の範囲内にあり、土地利用及び土地

被覆の変化を完全に分析することが可能である。しかし、貨幣的には、一部の土地の経

済的価値はゼロであることがあり、その場合、除外される。物的な観点では、より広い

範囲を適用する目的は、個別構成要素の環境上の特徴を説明するためである。 

 
（２）環境資産の分類 

個別構成要素へ焦点をあてた SEEA-CF の環境資産の分類を表 5.1-1 に示す。それぞれの

環境資産にとっての物的・貨幣的な測定境界は、資産勘定の目的に沿って設定される。「鉱

物・エネルギー資源」、「木材資源」、「水産資源」、「水資源」は、サブ分類を持つ。 

 
表 5.1-1  SEEA-CF における環境資産の分類 

1 鉱物・エネルギー資源 

1.1 石油資源 

1.2 天然ガス資源 

1.3 石炭及び泥炭資源 

1.4 非金属鉱物資源 （石炭及び泥炭資源を除く） 

1.5 金属鉱物資源 

2 土地 

3 土壌資源 

4 木材資源 

4.1 育成木材資源 

4.2 天然木材資源 

5 水産資源 

5.1 育成水産資源 

5.2 天然水産資源 

6 その他の生物資源 （木材資源及び水産資源を除く） 

7 水資源 

7.1 地表水 

7.2 地下水 

7.3 土壌水 

     備考：網掛けは、天然資源から除外される環境資産  

 
（３）海水と大気の扱い 

海水の量は、水資源の範囲に含めない。その理由は、水のストックが巨大過ぎ、分析の

目的上意味をなさないためである。水資源の量の観点から海を除外しても、水産資源（一

国が漁獲権(漁業権)を有する場所を越えた公海上の魚類のストックを含む）及び海底面や
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海底の地中にある鉱物・エネルギー資源等の海に関連した個別構成要素の測定を制限する

ことはない。大気中の空気の量も、環境資産の範囲には含めない。 

海水と大気の量は除外されるが、海水や大気との交換や相互作用の測定は対象となる。

経済と海の間の相互作用、経済と大気の間の相互作用が様々な形で記録される。例えば、

海水の取水量の測定値は水資源の資産勘定に含まれ、経済から大気及び海への排出の測定

値は、物的フロー排出勘定に記録される。 

 

（４）天然資源の扱い 

天然資源は、環境資産の部分集合である。 

天然資源に含まれるのは、木材資源及び水産資源を含むあらゆる自然生物資源、鉱物・

エネルギー資源、土壌資源、及び水資源である。 
育成生物(養殖)資源及び土地は除外される。 

 

（５）土地及びその他の領域の扱い 

大半の環境資産は、経済活動に対する物質の供給を概念的に捉えることは容易である。

しかし、土地は例外である。 

① 土地の役割 

SEEA における土地の主な役割は、空間(space)の提供である。土地と土地が示す空間

が、経済活動及びその他活動が行われる場所 (location)と、資産が所在する場所

(location)を定義する。物的ではないが、土地のこの役割は経済活動にとっての本源的

投入であり、重要な価値を有している。 

最も一般的に見られるのは住居の場合であり、似た住居であっても、景観やサービス

へのアクセス等の点で異なる特徴を持った場所に建てられた場合、その評価も様々に異

なる。また、こうした土地の概念化は、排他的経済水域（EEZ）を含む一国の主張が認め

られている海域にも当てはまる。 

 ②陸水の包含 

SEEA に適用されている「土地」という用語は、河川や湖沼等の陸水も包含する。ある

種の測定目的のためには、この境界内の変化が重要となる場合がある。例えば、水産養

殖、陸水の保全、または、その他の特定目的のために海域の利用を検討するためなどが

ある。 

 ③土地と土壌 

土地と土壌資源の間では明確な区別がなされている。土壌の物的投入は、土壌の量と

もに、栄養素、土壌水、有機物の形で土壌の組成で表される。土地の評価は、その場所

と物的特性（地形、標高、気候等）を考慮することが重要となる。 

 

（６）木材資源、水産資源、その他の生物資源の扱い 

生物資源には木材資源及び水産資源に加え、家畜、果樹園、農作物、及び野生動物など

多岐にわたるその他の動植物資源が含まれる。大部分の環境資産と同様に、これら資源か

らは経済活動に対して物的投入が行われる。 
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①生物資源の区分 

生物資源は、育成・養殖か天然・自然かで区別される。この区別は、資源の成長に対

してどの程度積極的な管理が行われているかに基づいてなされる。SEEA-CF においてこ

の区別を維持することは、SNA の生産勘定及び資産勘定における資源の扱いを明確にす

る上で重要である。しかし、実際には、育成生物資源と天然生物資源の区別が困難とな

る場合がある。 

 ②育成方法 

 ａ．管理型の育成 

生物資源が育成される方法には様々な種類がある。バタリー式養鶏場 95の場合や園芸

生産用温室の使用のように、管理活動が大きく関係する場合がある。こうした育成方法

は、経済単位が、周囲の生物的環境や物的環境とは異なる管理された環境を創り出す。 

 ｂ．非管理型の育成 

積極的な管理が殆ど行われていない育成方法もある。例えば、広域を利用した蓄牛の

飼育や植林による木材の育成などである。これらの育成方法において、生物資源は、そ

の周囲に広範に拡がる生物環境や物的環境に恒常的にさらされており、また、これら生

物環境及び物的環境の一部として互いに影響し合っている。さらに、数百年にわたり様々

な地域を開墾したことにより、自然環境が変質を遂げた状況もある。 

 ③育成資源の記録 

多くの育成生物資源は短期間で栽培され収穫される可能性がある。育成が会計期間中

に行われる場合、これら資産の期首及び期末ストックは記録されない。ただし、栽培及

び収穫の時期と会計期間との関係次第では、育成生物資源の記録が行われる場合が生じ

る。これら資源は、環境資産の一部として記録される。 

 

（７）森林の扱い 

SEEA において、森林は土地被覆の一形態と見なされ、林業は土地利用の種類の一つと見

なされる。森林は主に木材資源の視点から分析されることが多く、それは、立木の量に視

点が置かれる。 

一方で森林は多岐にわたる生産物の生産に用いられており、森林と木材資源は同一視さ

れるべきではない。また、木材資源は、森林のみで入手するというわけではなく、多くの

国では、その他の樹木地など、その他の土地被覆にも木材資源が存在する。 

森林と木材資源を区別した結果、環境資産分類は、土地のサブカテゴリーとしての森林

を含んでおり、また、この土地にある木材資源を別の環境資産として区別している。 

 

                                                   
95 イギリスでは鶏のケージを battery と呼び、鶏の多段式育すう器のことである。出典：（独）家畜改良センター

兵庫牧場 
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5.1.3 環境資産の金額評価 

原則的に、環境資産がもたらす便益は全て貨幣的に評価することができる。ただし、広

範に及ぶ評価の実施には多くの複雑さが伴う。その煩雑さは、便益そのものを如何にして

定量化するか、便益が個々人にもたらす金額評価だけでなく社会全体へもたらす金額評価

をどのように考慮するかといった点である。ただし、SEEA-CF では、社会全体の便益の金

額評価に関する考察は行っていない。 

 
（１）評価の範囲 

SEEA-CF では、SNA と同様に、評価の範囲は、経済的所有者の便益の評価に限定している。 

経済的所有者とは、経済活動として行う資産の使用に関連するリスクを受け入れること

によって、それにともなう便益を請求することができる制度単位のことである。さらに、

SNA に従えば、資産とは、経済的所有者がその資産を一定期間にわたり保有または使用す

ることにより得られる便益または一連の便益に相当する価値の蓄積である 96。 

経済資産の例は、家屋、事務所建物、機械、コンピューターソフトウェア、金融資産、

及び多くの環境資産である。 

 
（２）経済資産 

経済資産の定義の根底にある便益は、経済的便益である。 

経済便益は、経済的生産、消費、蓄積から生じる利得または正の効用を反映する。  
環境資産の場合、勘定における経済的便益の記録は、天然資源及び育成生物資源の販

売による「営業余剰」、環境資産の使用許可または採掘・採取許可で得られる「レント」、

環境資産が売却された際（土地の販売など）の取引費用を除いた「純受取額」の形で行

われる。経済資産の分類は、SNA と同様に、生産資産、非生産資産、金融資産である。 

 ①生産資産 

生産資産とは、SNA の生産境界内に含まれるプロセスの産出として出現した資産のこ

とである。 

生産資産に含まれるものは、固定資産（建物、機械等）、在庫品（将来使用するため

の小麦の貯蔵等）、及び価値の蓄積として保持され、時間の経過に伴い価値を増すと考え

られている貴重品（美術品、貴金属等）、などである。 

育成生物資源は SNA では生産資産であり、また、SEEA では環境資産でもある。育成生

物資源は、固定資産（羊毛用の羊、魚類の繁殖用ストック、果樹園等）か、在庫品（食

肉処理用の家畜、木材用の特定の樹木等）のいずれかである。他の種類の生産資産は、

環境に関連した経済活動の測定に適しているものもあるが、環境資産とは見なさない。

（採掘装置、漁船、水の貯蔵用のダム壁等） 

                                                   
96 2008 SNA のパラグラフ 10.8 を参照。 
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 ②非生産資産 

非生産資産とは、生産プロセス以外の方法で出現した資産のことである。 
非生産資産に含まれるものは、天然資源に加えて、契約・賃貸借・免許、ならびに買

入暖簾・営業権及びマーケティング資産などである。SNA における天然資源には、SEEA

で天然資源と見なされる資産が全て含まれる。SNA では、土地も天然資源の一部と見な

される 97。一部の契約・賃貸借・免許、ならびに買入暖簾及びマーケティング資産が、

環境に関連した経済活動の評価に適していることがある。しかし、これらの非生産資産

は環境資産ではない。 

 ③金融資産 

金融資産、及びそれに対応する金融負債は、将来の支払いへの準備、または、経済単

位間の一連の支払いに関連している。一部の金融資産が環境に関連した経済活動の評価

に適している場合がある。しかし、これらの金融資産は環境資産ではない。 

 

（３）環境資産と経済資産の関係 

 ①環境資産と SNA の分類 

多くの環境資産は経済資産でもある。特に天然資源及び土地は非生産資産と見なされ、

育成生物資源は、生産におけるその役割に応じて固定資産または在庫品のいずれかであ

る。図 5.1-1 は、環境資産の分類と SNA における資産分類の関係を示したものである。

育成と分類された環境資産は全て、固定資産または在庫品のいずれかとして記録される。 

 
図 5.1-1 環境資産と経済資産の関係（再掲） 

 
*育成生物資源以外のもの  
 
 ②物的環境資産の範囲と測定 

物的環境資産の範囲は、SNA の経済資産の定義に従って貨幣的に測定される環境資産

の範囲よりも広くなる場合がある。その理由は、「環境資産は経済的所有者に対して経済

                                                   
97 2008 SNA はその天然資源の範囲内に電波スペクトルを含んでいる。電波スペクトルの利用が様々な経済単位に大

きな所得を生み出すからである。一方、SEEA で電波スペクトルは、生物物理学環境の一部とは見なされず、よっ

て環境資産の範囲からは除外されている。 

経済資産  

生産資産  
-固定資産  及び  
在庫品* 

-育成生物資源  

非生産資産  
-契約、 
マーケティング資産、他. 

-天然資源  及び  土地  
 

金融資産  

経済的便益を伴わ

ない天然資源及び

土地  （不毛地、現

時点で経済的価値

のない確認済みの

鉱物埋蔵量）  

環境資産  
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的便益をもたらさなくてはならない」、という要件が物的単位では存在しないためである。

例えば、遠隔の土地や木材資源は、現時点で経済的所有者に経済的便益をもたらさず、

今後もそれが期待できないとしても、一国の環境資産の範囲に含める。 

その結果、物的に記録される環境資産であるが、貨幣的な価値が測定されないため、

貨幣的に測定される環境資産からは除外されるものが存在する。このような資産が物的

に記録される場合、その数量は、経済的価値をもたらす環境資産の数量とは区別して記

録する必要がある。 

 
（４）環境に関連する活動で使用される経済資産 

環境に関連する活動に使用されるが、それ自体は環境資産ではない生産資産は重要であ

る。こうした資産に含まれるのは、環境保護や資源管理活動に関連した資産や、天然資源

の採掘・採取や収穫に用いられる資産、例えば、水源のダム、漁船、鉱業用の切断及び掘

削用機器などである。これらの種類の資産に関する考察は、主に環境保護支出勘定（EPEA）

との関係において、第４章で取り上げた。天然資源採掘・採取のための生産資産は、資源

レントの算出や環境資産の評価の際に重要な検討事項となる。 

 
（５）測定上の課題 

資産勘定のストック変動を示す勘定は、様々な測定上の課題を提示している。これらの

中には、独自の特徴を持つ環境資産の物的ストックを正確に測定するという課題がある。

この独自の特徴とは、例えば生物資源の場合、時間の経過に伴って再生を果たす能力であ

る。個体群の動態を理解することは、ある種の環境資産を合理的に評価する際に重要な意

味を持つ。 

物的推計に加え、環境資産の貨幣的な価値の推計も行う必要がある。土地や土壌資源は

別として、採掘・採取前の段階から市場で活発に取引されている環境資産は殆ど存在しな

い。したがって、環境資産の自然状態における価値の判断は難しい。課題はあるが、資産

勘定の編集を可能にする様々な技術や基本概念は整備されてきている。 

 



142 

5.2 資産勘定の構成 

資産勘定は、期首及び期末における資産ストックと、会計期間中の増減を記録する。本

節では、物的・貨幣的な資産勘定の基本形を概説し、関連する勘定記入について説明する。 

 
5.2.1 物的資産勘定の形式 

（１）物的資産勘定の概要 

 ①物的資産勘定の特性と役割 

物的資産勘定は、多岐にわたる種類の資産を同時に編集するのではなく、特定の種類

の資産を編集する。これは、それぞれの資産の記録が異なった単位で行われているため

である。一般的に、物的に異なる資産を集計することは不可能である。集計は貨幣的の

み可能であるが、環境資産の取引が発生していない時に、貨幣的な推計を行おうとする

場合は、物的な資産勘定の記入が必要である。 

②資産の推計時点 

資産の期首及び期末ストックの推計は、会計期間の基準日の情報を用いて行うことが

理想的である。このような基準日の情報が直接利用できない場合は、関連する情報から

時間を修正して使用する必要が生じる。場合によっては、新たな情報が出現し、基盤と

なる前提が変わることがある。新たな情報を取り入れる際には、基準日において合理的

に予想される数量と価値を、推計の中に反映することが重要である。 

 ③ストック増減の記入と項目 

各資産ストックの期首と期末の間における増減の記入は、「ストックの増加」と「ス

トックの減少」に分かれる。これらのカテゴリーには、多くの異なる種類の項目が存在

し、資産の種類によって異なる項目が用いられる。例えば、「採掘・採取」という用語は、

鉱物・エネルギー資源に関連して用いられる。一方、「取水」という用語は、水資源に用

いられる。両者はどちらも、経済生産の過程を通じて環境資産を取得することである。 

 ④物的資産勘定の一般的構成 

表 5.2-1 に物的資産勘定の一般的構成を示す。この表は、資産の種類別の物的資産勘

定の様々な勘定記入を示したものであり、サブ勘定に詳述される物的資産勘定の構成に

ついての概要を示している。 

この表は、各種の資産において可能性のある項目が全て網羅されている。現実には、

特定の項目のみが勘定に使用されるため、この表では可能性のある項目を全て示してい

るが、勘定作成において各種の資産ごとに全てを表示する必要はない。 
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表 5.2-1 環境資産のための物的資産勘定の一般的構成（物的単位） 

 鉱物・ 

エネルギー資源 

土地 

（森林地を 

含む） 

土壌資源 木材資源 水産資源 水資源 

    育成 自然 育成 自然  

資源の期首ストック Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

資源のストックの増加         

ストックの成長 不適用 Yes* 土壌形成 

土壌堆積 

成長 自然成長 成長 自然成長 降水 

リターン・フロー 

新規ストックの発見 Yes 不適用 不適用 不適用 不適用 Yes* Yes* Yes* 

再査定による上方修正 Yes Yes Yes* Yes* Yes* Yes* Yes Yes* 

分類の変更 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

ストックの増加計         

資源のストックの減少         

採掘・採取 採掘 不適用 土壌採取 除去 除去 収穫 総捕獲 取水 

ストックの通常の減少 不適用 不適用 浸食 自然損失 自然損失 正常損失 正常損失 蒸発 

蒸発散 

壊滅的損失 Yes* Yes* Yes* Yes Yes Yes Yes Yes* 

再査定による下方修正 Yes Yes Yes* Yes* Yes* Yes* Yes Yes* 

分類の変更 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 不適用 

ストックの減少計         

資源の期末ストック Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

na - 不適用 

* - アスタリスクマークが示しているのは、この項目が、通常は当該の資源にとって意味をなさないか、もしくは通常は原データの中で区分して特定されないというこ

とである。この表では可能性のある項目を示しているが、現実的には、公表される勘定において各種資源ごとに全て区分して表示する必要はない。 
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（２）ストックの増加の記録 

環境資産のストックの増加には、①ストックの成長、②新規ストックの発見、③再査定

(reappraisals)による上方修正、④分類の変更の４種類がある。表 5.2-2 にストック増加

の種類を示す。 

 
表 5.2-2 ストック増加の種類 

増加の種類 内容 

①ストックの成長 この増加は、会計期間中の成長に起因した資源ストックの増加を示

す。生物資源では、その成長は自然もしくは育成によるものであり、

ストックの正常損失を差し引いて推計されることが多い。 

②新規ストックの

発見 

この増加は、新たに登場した資源がストックに追加されたことであ

り、通常、探査及び評価(evaluation)を通じて発生する。 

③ 再 査 定

(reappraisals)

による上方修正 

 

この増加は、ストックの物的規模の再アセスメントを可能にする最

新情報を用いて、その変動を示したものである。この再アセスメント

は、天然資源の品質や等級の評価の変更や、採掘・採取の経済的な実

行可能性の変化にも関連する。なお、この採掘の経済的な実行可能性

の変化は、天然資源の価格変動にのみ起因するのではなく、採掘・採

取技術の変化に起因する変化も含んでいる。最新情報を利用すること

により、時系列的な継続性を保つために過去の期間の推計を改訂する

場合がある。 

④分類の変更 

 

環境資産の分類の変更は、環境資産が異なる目的で使用される場合

に発生する。例えば、造林による森林地の増加がここに記録されてい

る。ある資産のカテゴリーの増加は、別のカテゴリーの同等の減少で

相殺される。そのため、環境資産全体で見れば、分類の変更は、個別

資産の物的数量を合計した値に影響を及ぼさない。 

 
（３）ストックの減少の記録 

環境資産のストックの減少には、①採掘・採取、②ストックの通常の減少、③壊滅的損

失、④再査定による下方修正、⑤分類の変更の５種類がある。表 5.2-3 にストック減少の

種類を示す。 
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表 5.2-3 ストック減少の種類 

減少の種類 内容 

①採取・採掘 この減少は、生産プロセスを通じて、環境資産を物的に除去または

収穫することに起因する。採掘・採取には、生産物として経済から流

出し続ける量と、必要とされないため、採取・採掘後直ちに環境に返

還されるストックの量を含む。後者の例としては、漁業における廃棄

漁獲が挙げられる。 

②ストックの通常

の減少 

 この減少は、会計期間中に見込まれるストックの減少を示す。これ

は生物資源の自然死による場合もあれば、ある程度発生が予測された

壊滅的ではない事故による場合もある。 

③壊滅的損失 個別資産カテゴリーの資産を多量に破壊する、大規模で、しかも認

識可能な出来事が起きたとき、壊滅的かつ異常な事象に起因する損失

が記録される。そうした出来事の特定は容易である。大地震、火山噴

火、津波、猛烈なハリケーン、及びその他の自然災害、戦争行為、暴

動、及びその他の政治に関連した事件、毒物流出や放射線粒子の大気

中への飛散等の技術的事故、などが挙げられる。さらに、干ばつや疾

病の発生による生物資源の大規模な喪失も含まれる。 

④ 再 査 定

(reappraisals) に

よる下方修正 

 

この減少は、ストックの物的規模の再アセスメントを可能にする最

新情報を用いて、その変動を示したものである。この再アセスメント

は、天然資源の品質や等級の評価の変更や、採掘・採取の経済的な実

行可能性の変化にも関連する。(仮に技術の退歩があればここに含ま

れる。)最新情報を利用することにより、時系列的な継続性を保つた

めに過去の期間の推計を改訂する場合がある。 

⑤分類の変更 増加の「分類の変更」と同様。恒久的な森林伐採による森林の減少

がここに記録される。 

 

（４）その他記入上の留意点 

 ①土地関連の変動 

土地被覆及び土地利用の変動に関連する項目（森林及びその他の樹木地の資産勘定の

中の項目等）は、分類の変更の性質を持っている。したがって、土地被覆及び土地利用

の変動を分析する上で、様々な種類の分類の変更に関連する項目を記録することが有益

である。 

 ②天然資源の枯渇・減耗 

天然資源の枯渇・減耗は、天然資源の物的費消(using-up)に関係し、将来における潜

在的な採掘・採取量を制限する可能性がある。再生不能資源では、枯渇・減耗した量は

採掘・採取された量に等しいが、再生可能な自然生物資源では等しくない。 

 ③測定値の推計 

表 5.2-1 の物的資産勘定の概念的形式で説明した勘定記載事項を、全て直接観察する

ことは不可能である。その結果、一部の項目は適切なモデルを用いて推計するか、もし

くは他の勘定記載事項に基づいて導出する必要がある。特定の項目と、全体的な勘定に

おける資源のストック変動の重要性によっては、公表用の物的資産勘定の編集のために、

一部の勘定記載事項を結合させることが適切な場合もある。 

 
（５）制度部門勘定の記載事項 
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資源の所有が政策上の便益に合致している、または、分析の対象となるとき、特定の種

類の環境資産について、制度部門で資産勘定を編集することが重要となる場合がある。例

えば、政府単位及び採掘・採取単位の間での鉱物・エネルギー資源の帰属や、土地の所有

の評価などである。部門間における環境資産の分類の変更は、制度部門勘定の共通の項目

となる場合があることに留意する必要がある。 

 ①項目の追加 

制度部門勘定を設定する際には、部門間での取引やその他交換を説明するために、次

に挙げる２種類の項目を表 5.2-1 の内容に追加作成することが必要である。 

 ａ．環境資産の取得及び処分 

 これらの項目は、異なる部門の制度単位間で環境資産の取引が発生した場合に記録さ

れる。環境資産の取得は、取得する部門側のストックの増加を表し、処分は、もう一方

の部門のストックの減少を表す。 

ｂ．補償なき没収 

 この変動は、制度単位が元々の所有者に適切な補償を行うことなく環境資産を入手も

しくは除去した際に発生する。ストックの増加は、環境資産を入手する部門に記録され、

これに対応するストックの減少が、それまで資産を所有していた部門に記録される。 

 ②国家レベルでの記入 

一般的ではないが、環境資産の取得及び処分、もしくは補償なき没収に関して、国家

レベルで記入が必要な場合もある。こうした状況は、国家間で土地取引が行われる場合

や、政治情勢の変化が一国の領土に変化を招く場合に発生する。 

 

5.2.2 貨幣的資産勘定の形式 

（１）貨幣的資産勘定の概要 

貨幣的資産勘定は、物的資産勘定の構成と密接な関連がある。その一般的な形式を表

5.2-4 に示す。 

 

表 5.2-4 貨幣的資産勘定の概念的形式（通貨単位） 

資源の期首ストック 

資源のストックの増加 

ストックの成長 

新規ストックの発見 

再査定による上方修正 

分類の変更 

ストックの増加計 

資源のストックの減少 

採掘・採取 

ストックの通常の減少 

壊滅的損失 

再査定による下方修正 

分類の変更 

ストックの減少計 

資源のストックの再評価(価格変動分) 

資源の期末ストック 
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 ①物的勘定との関係 

貨幣的勘定に示された項目の定義は、物的勘定で定義された項目と完全に一致してい

る。したがって、貨幣的勘定は、物的資産勘定の記録に沿って、物的フローの金額評価

を示す。その際、一部の環境資産では、物的な場合の方が、その測定範囲が広範になる

（木材供給には用いられない木材資源は、物的には含まれるが、貨幣的には含まれない、

等）。大部分の環境資産は、測定において、物的フローの推計とそれに続けて貨幣的フ

ローの推計が必要である。 

 ②再評価(価格変動分)の追加 

物的資産勘定と比較して、貨幣的資産勘定のみに記録される追加項目は、「再評価(価

格変動分)」(revaluation)である。再評価(価格変動分)は、価格変動にのみ起因する資

産価値の変動に関連し、環境資産の名目保有利得及び損失を表す。環境資産の名目保有

利得は、会計期間中に発生した価格変動の結果として資産所有者への価値の増加として

算出される。 

 ③価格変動 

価格変動は、当該資産の数量及び品質の変化とは区別する必要がある。環境資産の場

合、土地や水資源などの資産量は、汚染の影響や過去の環境被害への対応によって、変

動する場合がある。理想的には、資産価格が質の変化に応じて変化した場合、再評価(価

格変動分)としてではなく、資産の数量の変化として考えるべきである。結果として、

同一の資産で異なった品質を持つものの間での分類の変更があったことになる。 

 ④名目・中立・実質保有利得 

名目保有利得に加えて、価値の変動を一般的なインフレ率と比較することは意味があ

る。会計期間中に資産価値が一般的なインフレ率と同じ率で上昇すれば、この利得は中

立保有利得と称される。名目保有利得と中立保有利得の差を実質保有利得と呼ぶ。 
 ⑤価値の変動 

再評価(価格変動分)は、環境資産の金額評価の変化を取り込む必要がある。この金額

評価の変動は、環境資産の経済的価値の推計によく用いられる評価手法である正味現在

価値法における仮定の変化に起因する。仮定は、将来の採掘・採取率及び自然成長率、

資産／資源の寿命の長さ、及び割引率である。 
発見や壊滅的損失などに起因して、予想される資産の寿命を変化させる資源の物的ス

トックの変動は、これとは別に説明する必要がある。 
 ⑥測定値の推計 

物的資産勘定と同様に、表 5.2-4 の貨幣的資産勘定の概念的形式で説明された勘定記

載事項を全て直接推計することは不可能な場合がある。この場合は、物的の場合と同様

に測定値の推計が行われる。 

 
（２）SNA 勘定記入との関係 98 
 ①ストックの変動 

                                                   
98  関連する勘定記入の詳細な説明については、2008 SNA の第 10、12、及び 13 章を参照のこと。 
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SNA の勘定記入では、SEEA のようにストックの増加及び減少に広く分離するのではな

く、「取引に起因した変動」と「その他の資産量変動」の２点に焦点をあてている。SEEA

と SNA の関係付けをするために、SNA の関連項目が貨幣的資産勘定に付加されることが

ある。その項目は貨幣的資産勘定に示された情報から導出することが可能である。勘定

集計量の導出を表 5.2-5 に示す。 

 
表 5.2-5 勘定集計量の導出 

 育成生物資源 自然環境資産 

勘定集計量 固定資産 在庫品  

総固定資本形成 ストックの成長から 
採掘・採取を差し引いた

もの 

na na 

在庫品増加 na ストックの成長から 
採掘・採取を差し引いた

もの 

na 

経済的出現 na na ストックの成長に新規ストックの 
発見を加え、さらに再査定による上方修

正を加えたもの 

経済的消失 na na 採掘・採取に壊滅的損失を加え、さらに 
再査定による下方修正を加えたもの 

na – 不適用 

 

 ②生産資産と非生産資産 

SNA の勘定記入は、環境資産が生産資産か非生産資産かによって異なる。SEEA におい

て、この区別は、環境資産が育成（SNA における生産）か、天然（SNA における非生産）

か、ということで示される。SNA の目的から、育成資産に関して、固定資産か在庫品か

という、さらなる区別がある 99。 

 ③固定資産 

育成生物資源の固定資産に関連する勘定記載事項は総固定資本形成であり、在庫品は

在庫品増加である。自然環境資産は、関連する SNA 項目は非生産資産の経済的出現及び

非生産資産の経済的消失である。ストックの様々なその他の増加と減少に関連した SNA

項目も存在する。こうした項目の定義は、表 5.2-4 の貨幣的資産勘定と SNA では同等の

内容である。 

 ④枯渇・減耗と固定資本減耗 

表 5.2-4 及び表 5.2-5 に示した勘定記入に加え、時間の経過に伴う資産の物的費消に

関連した枯渇・減耗及び固定資本減耗という２項目が存在する。 

固定資本減耗は固定資産の費消に関連し、育成生物資源との関係では、例えば、家畜

死亡率に基づいて、ストックの通常の減少の値に示される 100。 

枯渇・減耗は、採掘・採取を通じて発生する天然資源の物的費消に関連する。貨幣的

には、枯渇・減耗は、資源から獲得し得る将来所得が、採掘・採取が原因となり減少す

ることを表す。 

 
（３）貨幣的な制度部門勘定 

                                                   
99 併せてパラグラフ 5.24～30 も参照のこと。 
100 固定資本減耗に関しては、2008 SNA の 6.240～6.244 にて詳細に考察が行われている。 
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制度部門資産勘定は、貨幣的に編集される場合もある。また SNA の中で示されている制

度部門勘定全体と直接に関連性を持つことがあるため、特に注目される。制度部門ごとの

資産勘定の全記録から編集される主要な集計値は、減耗調整済み純貯蓄及と正味資産・純

資産である。 

貨幣資産勘定の編集のために制度部門が必要とする勘定記入は、物的資産勘定を編集す

る際に制度部門が必要とする勘定記入と同様である。但し、再評価(価格変動分)項目のみ

は異なる。 

 

5.3 資産勘定の原則 

本節では、最初に、物的資産勘定における主要課題である物的な枯渇・減耗の測定につ

いて説明する。続いて、資産評価及び正味現在価値法の原則に関する概説を行い、さらに、

資源レントの推計手法及び NPV 手法を適用する際に辿る必要がある主な段階について説明

する。最後に、環境資産の数量的な測定に関する説明を行う。 

なお、国連 SEEA-CF 報告書では、NPV 手法の詳細は付属文書 A5.1 で、割引率に関しては

付属文書 A5.2 で示されている。 

 
5.3.1 物的枯渇・減耗の定義 

（１）枯渇・減耗とは 

環境資産の勘定において、枯渇・減耗の測定は特に重点が置かれる。環境資産の枯渇・

減耗は、家計を含む経済単位による採掘・採取及び収穫を通じて行われる環境資産の物的

費消に関連し、その結果、利用可能な資源が減少する。枯渇・減耗は会計期間において起

こりうる資産のストックの変動を全て説明するものではなく、持続可能性の尺度とは直接

的に結びつけない。環境資産の持続可能性の評価は、多岐にわたる要素を勘案する必要が

ある。例えば、壊滅的損失もしくは発見の程度、及び環境資産からの投入に対する需要の

変動の可能性などである。 

物的な枯渇・減耗とは、会計期間中、経済単位による天然資源の採掘・採取に起因して

発生する天然資源のストック量の減少であり、天然資源の再生レベルを上回って起きるも

のである。 
 ①再生不能天然資源 

鉱物・エネルギー資源など再生不能な天然資源の場合、枯渇・減耗は採掘・採取され

る資源の量に等しい。これら資源のストックは、人間の時間の尺度の中では再生不可能

である。発見などによる再生不能な天然資源のストックの増加により、その資源の継続

的な採掘・採取が可能になる可能性がある。ただし、こうした量の増加は再生とは見な

されず、枯渇・減耗の値を相殺しない。この増加は、資産勘定の中で記録される。 

 ②自然生物資源 

木材資源や水産資源など自然生物資源の場合、枯渇・減耗と採掘・採取は物的に等し

くならない。これらの資源が自然に再生する能力を有することは、ある種の管理下や採

掘・採取状況下においては、採掘・採取された資源の量が再生された資源の量と一致す

る可能性があり、この状況では、環境資産の全般的な物的枯渇・減耗は存在しない。一
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般的には、再生の水準を上回る量の採掘・採取が行われた場合にのみ、枯渇・減耗が記

録される。 

③記録されない枯渇・減耗 

異常気象または疾病の全世界的発生による損失など、想定外の事象に起因して環境資

産の量の減少が発生した場合は、枯渇・減耗は記録されない。こうした現象は、壊滅的

損失として記録される。枯渇・減耗は、経済単位による天然資源の採掘・採取の結果と

して捉える必要がある。 

 ④枯渇・減耗の貨幣的評価 

枯渇・減耗は、自然状態(地中)にある天然資源の価格を用いて枯渇・減耗の物的フロ

ーを評価することにより、貨幣的に測定することも可能である。枯渇・減耗の貨幣的価

値は、物的枯渇・減耗に起因する天然資源の金額評価の変動と等価になる。 

 
（２）物的枯渇・減耗の推計 

 ①枯渇・減耗の推計方法 

自然生物資源は時間の経過と共に繁殖し成長することが可能である。したがって、枯

渇・減耗の推計は、これら資源の採掘・採取及び再生の両方を考慮する必要がある。採

掘・採取率は直接観察できるのに対し、再生率の測定は複雑なものになり、通常は生物

学的モデルが必要になる。生物学的モデルは、個体群の構成及び規模を説明し、また、

特定の種類の資源のストックまたは個体群が小規模な場合は、成長率は低いものの、個

体群の増加に伴い成長率も高まる、という一般的な形式を備えている。最終的には、一

定の地域内の個体群がその地域の環境収容力(環境容量)にまで達したとき、即ち、密度

が限界に達したとき、個体群の成長率は大幅に低下する。 

 ②持続可能生産量(収穫量) 

一般的モデルに基づき、いかなる個体群についても、個体群が自らを再生する能力を

害することなく（期首ストックと期末ストックが等しいということ）、個体群から除去

できる動物の数または植物の量を、年齢やサイズ階級ごとに算出することが可能である。

実際には、現存するストックには、収穫可能な「余剰」または「過剰」が存在する。生

物学的モデルでは、この余剰は持続可能生産量(収穫量)と呼ばれる。 

 ③持続可能生産量(収穫量)の水準 

持続可能生産量(収穫量)の水準は、個体群の全体的な規模及び構成に一致して上昇し

たり下落したりする。例えば、成長率が低い個体群では、持続可能生産量(収穫量)も低

い。図 5.3-1 にこうした関係性を示す。 

個体群の規模を、個体群の規模及び構成の両方の代用として用いている。同じ水準の

採掘・採取でも、個体群の規模次第では、持続可能生産量(収穫量)との間に異なった関

係が生じることに注意を要する。図 5.3-1 の通り、任意の採掘・採取の水準は、持続可

能生産量(収穫量)の曲線の上下あるいは曲線上に来る。 

任意の個体群に関して、採掘・採取の量が持続可能生産量(収穫量)を下回る場合（図

5.3-1 の曲線の下側の場合）、枯渇・減耗を記録する必要は無い。この状況においては、
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壊滅的損失もしくはその他の変動が無いことを前提に、会計期間中のストックの増加が

見込まれる。 

原則として、採掘・採取の量が、個体群の規模及び構成に対応した持続可能生産量(収

穫量)を上回る場合は、必ず枯渇・減耗を記録する。これは図 5.3-1 の曲線の上側の場

合であり、いかなる個体群の場合でも、採掘・採取の量が再生または成長を上回ってい

ることを示している。 

 
図 5.3-1 定型化された持続可能生産量(収穫量)曲線 

 
 
 ④毎年の変動の把握と仮定 

自然生物資源の持続可能生産量(収穫量)の推計は困難な作業である。自然における成

長と死のプロセスや、捕食動物を含む他の種との関係性、そして採掘・採取が及ぼす影

響といったものは、通常、非線形であり、例えば、気候条件等の変動により様々に変化

し、しかも科学的に完全に解明されていないことも多い。したがって、持続可能生産量

(収穫量)の推計に係わる毎年の変動を捉えることが推奨される。その結果、実際に枯

渇・減耗が記録されるのは、特定の個体群に関して、採掘・採取が持続可能生産量の正

常な変動範囲を超えた場合である。 

必要とされる変数を推定するには、生物学モデルに加え、個体群の成長、死、及びそ

の他の変動に関する仮定の使用を必要とする。モデルが利用できない場合には、ストッ

クの規模及びストック規模の変動を示すその他の指標が用いられる場合がある。 

 
（３）枯渇・減耗と劣化・悪化の関係 

SEEA-CF の中では、物的・貨幣的劣化・悪化の測定は対象としていない。しかし、劣化・

悪化は、枯渇・減耗の定義と測定に関係がある。劣化・悪化の測定については、SEEA-EEA

（実験的生態系勘定）において検討されている。 

 ①枯渇・減耗と劣化・悪化の違い 

枯渇・減耗の測定の重点は、将来における個別の環境資産の利用可能性と、経済単位

による採掘・採取や収穫に起因するその利用可能性の変化である。採掘業者・採取者に

所得をもたらす資源採掘・採取の能力を含め、採掘・採取された物質から生まれる特定

の便益に特に重点がある。 

収穫  

最少存続可能  
個体数  

環 境 収 容 力 ( 容
量) 

個体群の規模  
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劣化・悪化は、生態系サービス（例えば、森林の空気濾過サービスなど）として知ら

れている多様な貢献をもたらす環境資産容量の変化と、家計を含む経済単位の活動によ

ってこの容量・能力が減らされる程度を対象とする。この意味で、枯渇・減耗は生態系

サービスの一つの役割に関係するので、劣化・悪化の一形態として捉えることができる。 

 ②劣化・悪化の測定 

劣化・悪化の測定は複雑である。その理由は、環境資源が持つ生態系サービスの提供

という能力が、単に個別の資産に起因するものでないことに加え、個別の資産が数々の

異なる生態系サービスを提供している可能性があるためである。さらに、水資源や土壌

資源といった個別の環境資産が時間の経過と共に劣化・悪化してきた可能性がある中で、

個別資産の劣化・悪化の程度を、関連する生態系の劣化・悪化から切り離して考えるこ

とは困難である。 

 ③物的劣化・悪化の測定 

物的な劣化・悪化を測定することも複雑である。物的資産勘定の推計や枯渇・減耗の

推計に用いられる比較的単純な環境資産の量ではなく、環境資産の特徴を詳細に評価し

た結果に左右されるためである。例えば、水塊が悪化したか否かを評価するためには、

全般的な状況の変化に関して行われる評価の一環として、水中の様々な汚染物質の量に

ついて評価が行われる場合がある。汚染物質を個別に計上する一方、資産勘定において

水資源の計上に用いられる立方メートルで表される水量と直接関連付けることはでき

ない。 

 ④劣化・悪化した資産の貨幣的価値 

物的な劣化・悪化を特定することは複雑だが、劣化・悪化した個別の環境資産の貨幣

的価値は、資産の質の変化に影響される。質が変わったことを反映して資産価格が変動

した場合、これは再評価(価格変動分)としてではなく、資産量の変化と考えるべきであ

る。ただし、劣化・悪化に起因する価格の変化を、価格変化の他の理由から切り離すこ

とは、現実的には困難な作業である。 

 
5.3.2 資産評価の原則 

（１）資産評価の概要 

 ①金額評価手法利用の利点 

金額評価手法を用いることの一般的な利点を一つ挙げれば、様々な異なる環境資産を

共通のニューメレール（価値尺度財）を用いて比較することができるという点である。

単純な物的データの使用ではできない比較が可能となる。さらに、相対収益、国富、な

らびに同種類の分析についての評価を行うために、環境資産を他の資産と比較すること

も可能である。環境資産の「採掘・採取」については、各国政府が大きな権限や影響力

を有するケースが多いため、資産の貨幣的な評価は、政府にとって将来の歳入を評価す

る上での有益な情報となる。例えば、石油や天然ガスの採掘・採取から政府が将来得ら

れる歳入の予測である。 

 ②事業勘定の活用 
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事業勘定において、「採掘・採取」した企業が将来収益の評価を行うことが行われて

おり、また、これら個別の企業に基づく評価を、国レベルに置き換えることも適切であ

る。環境資産にアクセスする権利を配分するために、割り当て量のような市場原理に基

づくメカニズムを用いる事例も増えている。こうしたメカニズムは、環境資産の集計的

評価と直接関係している場合がある。 

 

 ③仮定とモデルの必要性 

多くの環境資産は市場で購入されず、また、建築物や設備のように生産されないため、

環境資産の期首及び期末における金額評価を示す、もしくは、期首と期末の間のフロー

についての観察可能な価格が存在しない。 

市場価格が存在しない場合に、金額評価の推定を行うため、仮定とモデルを用いる必

要がある。モデルは生産資産の金額評価方法を開発する手段になることが証明されてい

る。モデルを実際に適用する際には、編集者及び使用者が事前に注意しておくべき問題

がある。 

 
以下では、資産評価の原則について説明し、貨幣的な価値の推計に用いることのできる

手法について概説する 101。 
 

（２）金額評価の一般的原則 

 ①市場の資産価格 

市場で資産が売買される価格は、投資家、生産者、消費者、及びその他の経済主体が

判断を行う際の基礎となる。市場価格は、その資産がもたらす所得フローの期待値との

関連で、投資家や生産者による評価を受ける。投資家は、再生可能エネルギーのインフ

ラ資産（例えば、風力タービンなど）や環境資産（土地など）への投資に際し、時間の

経過とともにこれら資産から期待できる所得と、これら資産の市場における価値の関係

を鑑みて、資産の取得及び処分に関する決定を行う。 

理想的には、観察可能な市場価格が全ての資産評価に用いられるべきであり、また、

ストックの推計値に対応した日付であたかも全ての資産品目が取得されたものと考え

て金額評価されるべきである。これら二つの推奨内容を実施すれば、環境資産、金融資

産、及び他の経済資産など異なる種類の資産価値について意味の比較できる。さらに、

国及び制度部門別の富の推定値を得るために使うことができる期首と期末のストック

の金額評価が得られる。 

 ②市場の資産価値の留意点 

市場に基づく資産価値の推計値は、資産の評価の形成に関連する全てを説明している

わけではない。例えば、市場における中古自動車の価値は、現在の所有者が見出してい

る自動車保有の利便性や自由度に対する価値よりも低くなることが多い。それと共に所

                                                   
101 ここで解説されている評価の原則は、SNA と完全に一致した内容である。2008 SNA のパラグラフ 13.16～13.25

を参照のこと。 
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有者にとっての自動車の価値は、自動車運転によって生じる環境への排出の影響を反映

していない可能性がある。 

市場価格を用いることで種類を超えた資産の比較が可能になる一方で、個人または社

会的な視点からの資産価値が現れていないことがある。市場に基づく価格が持つこうし

た一面は、環境資産の金額評価との関連で説明する。 

 ③自然状態(地中)にある資源の価値 

環境資産の金額評価の一般原則を適用する際に考慮すべき重要事項がある。それは、

評価の一般原則を適用する目的が、取り出した後の資源の価値ではなく、自然状態にあ

る資源の価値を推計するという点である。 

SEEA の中で説明された手法、中でも正味現在価値法は、観察可能な市場価格の合理的

な近似値を与え SNA との一貫性を提供する。しかし、関連する様々な便益（及び費用）

を考慮していない。 

 
（３）資産の金額評価方法 

 ①市場価格の観察 

資産の市場価格を観察する対象として理想的なものは、取引される個々の資産が完全

に均一であり、相当の数量で頻繁に取引され、定期的に市場価格一覧表が更新されるよ

うな市場において観察される金額である。そのような市場からは、異なるクラスに属す

る資産の市場価値の総額を計算するために、物理ストックの指標をかける価格について

のデータが得られる。このような価格の観察は、大部分の金融資産に加え、多くの種類

の輸送用機器（乗用車やトラックなど）を含む新規購入された生産資産や家畜において

可能である。 

実際に取引が行われている資産の価格を直接、観察することに加え、そのような市場

からの情報は、取引が行われていない同種の資産の価格づけにも用いられる場合がある。

例えば、家屋や土地販売に関する情報は、販売されていない家屋や土地の価値の推計に

も用いられる。 

 ②市場で売買されない価格の推計 

資産品目が直近において市場で売買されていないため、観察可能な価格が存在しない

場合には、正規の市場が存在し、ストックの推計の前提となる日の資産取引を想定し、

どのような価格になるかを、試算する必要がある。その方法は、「償却済み再調達費用」

と「将来収益の割引価値」を用いる方法がある。 

 ａ．償却済み再調達費用(written down replacement cost)による方法 

資産の価値は時間の経過と共に減少する。同時に、取得時の価値、即ち取得価格は固

定資本減耗（より一般的には減価償却と称される）により、資産寿命の期間中にわたっ

て減少する。さらに、同等の新規資産の取得価格も変化する。 

理論上は、ある資産の寿命中の任意の時点における価値は、新規の同等の資産の現時

点における取得価格から、その時点に至るまでの固定資本減耗の累計を差し引いたもの

になる。既に使用に供されている資産の直接観察された価格が入手できない場合、この
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手続きを踏めば、その資産が販売された場合に予想される価格の合理的な近似値を入手

できる。 

環境資産の場合には、固定資産である育成生物資源のストックの価値を推計する際に

この手法が適用される。果樹園がその一例である。 

 ｂ．将来収益の割引価値(discounted value of future returns)による方法 

多くの環境資産は、該当する市場取引もしくは取得価格が存在しないため、市場価格

の観察や償却済み再調達費用の手法を用いることができない。したがって、環境資産の

採掘・採取または収穫による産出を金額評価するための価格を入手できるが、自然状態

にある資産そのものの金額評価は入手できない。 

こうした中で、将来収益の割引価値による手法、一般的には「正味現在価値法」もし

くは「NPV（Net Present Value）」は、将来の資産の採掘・採取率と産出物の価格の予

測値を用いて、期待収益を時系列で導出する。通常、こうした予想は環境資産を使用す

ることにより得られた過去の収益に基づいて行われる。採掘者にとって今期得た収益の

方が将来得るだろう収益よりも価値があると仮定すれば、期待した収益の系列は、割引

されることによって、購入者が当該資産に対して今期の段階で支払うであろう価値を示

す。 

 

5.3.3 正味現在価値（NPV）手法 

NPV には、次に挙げる５つの側面がある。 

①環境資産収益率の測定 

②予想される採掘・採取量と価格の系列に基づく資源レントの予想パターンの決定 

③資産寿命の推定 

④生産資産収益率の選択 

⑤割引率の選択 

 
（１）環境資産収益率の測定 

SEEA において、収益は経済的レントの概念を用いて定義されている。 

経済的レントとは、全ての費用及び通常の収益を考慮した後に計算される資産の採掘業

者・採取者もしくは使用者のもとに生じる余剰価値のことである。 

 ①資源レントの推計 

環境資産の場合に資源レントと見なされる剰余価値は、資産そのものに起因する収益

と考えられる。NPV の論理は、将来獲得されると見込まれる一連の資源レントを推計し、

その後、これらの資源レントを現在の会計期間に割り戻す作業を必要とする。このよう

にして、その時点における資産価値の推計値が導かれる 102 。 

資源レントの定義に共通する特徴は、資源レントの額は、時間を通じて他の企業が平

均して獲得する収益、つまり通常の収益(正常利潤)との関連で常に導出されるというこ

                                                   
102 どの要素が資産の採掘業者・採取者または使用者のもとに生じる資源レントをもたらすかに関しては、幾つか理

論が存在している。資源レントの源泉の例としては、差額レント、希少性レント、起業家レントなどがある。資

源レントの異なる源泉は、相互に排他的ではない。その結果、SEEA において NPV 推計を支えている資源レントの

推計値は、資源レントのどこか特定の源泉から生じると考えるべきではない。 
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とである。残差としての資源レントは、プラスにもマイナスにもなる。経済理論によれ

ば、長期的に見れば、資源レントはプラスになる。 

 ②環境資産純収益の導出 

資源レントの測定により、環境資産収益のグロスの計測値(環境資産粗収益)が得られ

る。生産資産に関しては、資源レントから枯渇・減耗を差し引いて、純収益の値、つま

り減耗調整済み資源レントを導出することも必要である。生産資産の場合、減価償却に

相当する控除である。枯渇・減耗は、再生される分を上回って採掘・採取される環境資

産の金額評価の変化を示す。 

将来収益に対する期待の変化や、期待される成果と実際の成果の差異を除けば、減耗

調整済み資源レントの測定値は、経済学的には、資本純収益もしくは環境資産純収益に

相当する。さらに、減耗調整済み資源レントは、名目の（または全体の）環境資産収益

から予想される環境資産の再評価を差し引いたものと等価になる。 

資源レント及び環境資産純収益は、採掘・採取企業の営業余剰に注目することにより、

国民経済計算の枠組み内で導出することが可能である。この場合、企業が獲得する営業

余剰は、生産資産への投資に対する収益及び生産に用いられた環境資産への収益から成

る。 

 ③フローと所得を構成する要素 

関連する変数どうしの関係を、表 5.3-1 に示す。この表ではまず、SNA に基づき、産

出、中間消費、被用者報酬、及び生産に課される税、補助金の値を用いて行う、標準的

な粗営業余剰の導出を示している。 

 
表 5.3-1 フローと所得を構成する要素の関係 

産出 （採掘・採取された環境資産を基本価格にて販売。生産物に対する補助金を全て含む。生

産物に課される税を除く。） 

－営業費用 

中間消費（生産物に対する税を含む購入者価格での財・サービスの投入費用） 

被用者報酬（労働に対する投入費用） 

その他の生産に課される税＋その他の生産に対する補助金(控除) 

＝粗営業余剰 ： SNA ベース * 

－採掘・採取に対する特定の補助金 

＋採掘・採取に課される特定の税 

＝粗営業余剰：資源レントの導出用 

－生産資産の使用者費用 

固定資本減耗（減価償却）+ 生産資産に帰着する収益 

＝資源レント 

枯渇・減耗 + 環境資産純収益** 

*厳密に言うと、この会計恒等式には総混合所得（非法人企業が獲得した余剰）も含まれており、また生

産に課される税及び補助金の純額の調整を行うべきである。ただし、こうした詳細は、ここでの説明の

論理に影響を及ぼすものではない。 

**原則として、ここで導き出される環境資産純収益は、他の非生産資産（マーケティング資産やブラン

ド等）に対する収益も組み込んでいる。その背景としては、こうした非生産資産も営業余剰の発生に際

して役割を果たしているからである。ただし、こうした収益は、ここで述べられた公式においては考慮

されていない。 

 
 ④特定の税や補助金の考慮 
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資源レントの測定値を導出する前に、採掘・採取活動に関連する特定の税や補助金の

影響を考慮する必要がある。特定の税及び補助金とは、採掘・採取企業にのみ適用され

るものであり、経済全体に対しては適用されない 103。 例えば、資源の販売量に応じて

支給される補助金や、採掘・採取産業で用いられる投入に対してのみ賦課される税金が

挙げられる。特定の補助金は標準的 SNA の粗営業余剰の値から控除され、特定の税はこ

れに加算される。その際、結果的に導かれる資源レントはこれらのフローに対して中立

である。こうしたフローは、採掘・採取産業の所得に影響を与える一方、経済内におい

て結果として再分配の機能を果たしており、対象となる環境資産に対する収益の推計に

は影響を及ぼさない。 

資源レントはこのように、標準的 SNA の粗営業余剰から特定の補助金を控除し、特定

の税金を加算の上、さらに生産資産の使用者費用（固定資本減耗及び生産資産収益から

成る）を控除することにより導かれる。上述のように、資源レントは枯渇・減耗と環境

資産純収益で構成される。 

 
（２）資源レントの推計手法 

資源レントの推計には主に三つの手法がある。それらは、①残余価値法、②充当法、③

アクセス価格法である。 

 ①残余価値法 

 ａ．推計方法 

最も一般的に用いられる方法は、残余価値法である。この方法を用いると、資源レン

トは、特定の補助金及び税金の調整を行った後に生産資産の使用者費用を粗営業余剰か

ら控除することにより推計される。 

粗営業余剰ならびに特定の補助金及び税金の推計値は、SNA データベースから取得で

きる。生産資産の使用者費用の推計は、一般的に利用可能なものはなく、各期の資源レ

ントを得るためにはこの推計を行う必要がある。生産資産の使用者費用の推計は二つの

変数で構成される。生産資産の固定資本減耗及び通常の生産資産収益である。これらの

変数はいずれも、固定資本ストックの価値及び関連する変数を生産性分析等の様々な目

的で推計するために設計された SNA モデルの中で推計される場合がある。このようなモ

デルが開発されていない場合には、減価償却率、資産寿命、及び生産資産収益率につい

ての仮定を用いて、それぞれの変数の推計を行う 

 ｂ．推計上の難点  

この方法を用いて資源レントを推計する際の難点は、大本の情報、特に SNA データか

ら、採掘・採取または収穫活動を分離することが難しい点である。特に鉱業においては、

複数の資源が同時に採掘される場合がある。一般に、環境資産を採掘・採取及び収穫す

る産業の粗営業余剰に関するデータは、販売前に行われる採掘・採取後の加工、精製、

その他の付加価値活動を捉える。こうした追加的な活動はどれも労働と資本の投入を必

要とするため、単一の資源の採掘・採取活動だけに関連する企業の粗営業余剰を分離す

                                                   
103 特定の税には、採掘・採取産業に適用される所得税及びレントの特別支払を含まない。 
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ることは容易ではない。しかし、基礎データにおいて、個別資源の採掘・採取活動に固

有の粗営業余剰を分離するために、努力すべきである。 
 ｃ．資源の過剰開発 

資源の過剰開発が行われている状況では、結果として生み出される粗営業余剰に基づ

く資源レントの推計は、より長期間にわたって持続可能な資源レントよりも高くなる懸

念が生じる。しかし、これによって測定手法が無効になるものではない。この手法の目

的とは、理想的な環境下において起こりうるまたは起こるべき物事を測定することでは

なく、環境資産について予想される動きを説明することである。過剰開発が続く場合、

短い資産寿命とより多くの枯渇・減耗（より高い資源レントの構成要素として）という

形で示される。 
②充当法 

 ａ．推計方法 

充当法では、環境資産の所有者に対する実際の支払いを用いて、資源レントを推計す

る。多くの国では、政府が環境資産の法的所有者となっている。法的所有者として、理

論上、政府は自らが保有する資産の採掘・採取から得られる資源レントを全て回収する

ことができる。この額は原則として、粗営業余剰から採掘・採取者の生産資産の使用者

費用を減じたものに等しい。 
 ｂ．料金等の設定 

資源レントは一般的に、手数料、税金、及び使用量といった仕組みを通じて政府が回

収する。ただし、実際に回収される手数料、税金、及び使用料は、資源レントの合計よ

りも少ない場合が多い。こうした料金等の設定は、採掘・採取産業における投資促進や

雇用促進といった事項を念頭に置いた上で設定される場合がある。この充当法を用いる

にあたっては、こうした他の動機についても検討が必要である。 
 ③アクセス価格法 

 ａ．推計方法 

アクセス価格法とは、林業や水産業において一般的に見られるように、資源へのアク

セスは許可証や割り当て量の購入を通じて統制されているという事実に基づく方法で

ある。資源へのアクセス権が自由に取引されるとき、権利等の市場価格から、関連する

環境資産の価値を推計することが可能となる。その経済的な論理は、残余価値法と同様

のものである。自由市場においては、権利の価値が、環境資産から得られる将来収益（生

産資産の使用者費用をはじめとして全ての費用を減算した後）に一致することが期待さ

れている。 
 ｂ．権利の期間 

購入された資源アクセス権が資産への超長期にわたるアクセスまたは無制限のアク

セスを提供する場合、その権利の市場価値は、単に資源レントの推計というより、資産

の総価値の直接的な推計となる。この場合、資源レントの将来フローの割引は必要とし

ない。一方、もし権利が、有効期限一年間といったように、限定的な期間のものであれ

ば、その権利の市場価値は、該当する一年間の資源レントの推計となる。 
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実際には政府が採掘・採取者に対し直接、無償でアクセス権を与えている事例や、も

しくは真の市場価値を下回る価格でアクセス権を与えている事例が多い。さらに、権利

の取引は制限されているか、または禁じられている場合がある。こうした場合には、直

接的に観察可能な市場評価は存在しない。 
 ④残余価値法の推奨 

理論的にはこれらの方法によって算出される資源レントの推計値はどれも同額にな

るものの、充当法やアクセス価格法を適用する場合の方が、その国における制度の在り

方に大きく影響される。こうした理由から、資源レントの推計は残余価値法に基づいて

行うべきであり、可能なら、他の手法を用いて得られた推計値と調和が取れることが望

ましい。 
 

（３）資源レントの予想パターンの設定 

資産評価における重要な要素は、過去または現在の収益ではなく、期待収益である。収

益が期待されない資産は、経済的な価値を持たない。定義によれば、期待収益は観察でき

ないため、こうしたフローに関する仮定の構築が必要となる。 
 ①期待資源レント 

資源レントとは、採掘・採取された資源の量、単位採掘・採取費用、及び商品価格の

関数である。出発点となるのは通常、現在または直近の過去における資源レントの推計

である。将来予想される価格の変動や採掘・採取率の変動の可能性に関する追加情報が

得られない場合は、現時点の資源レントの推計を基に、期待資源レントの推計を行い、

その際、一般的な物価水準の上昇を超えた価格変動は起きないこと、現実的な資源採

掘・採取率を仮定することが推奨される。 
 ②単位資源価格(資源単価)の変動 

将来の資源価格変動の前提を組み込む上で、単位資源価格の変動の分散は一般的に大

き過ぎる。また、他に情報が無い場合、採掘・採取が過去と同じ率で継続することを想

定するのが合理的となる場合がある。この過去の比率は、適切な量の生産資産が獲得さ

れてきた採掘・採取率と仮定できる。それと同時に、たとえば期待資産レントの大半が

資産寿命 30 年のうち 5～10 年で獲得されることが知られているならば、この期待収益

が得られるタイミングは考慮されるべきである。 

 ③異常事態への対応 

特定の期間における採掘・採取率が殆どゼロに下落するなど異常と考えられる場合は、

特別な配慮が必要である。実際、こうした事態はいかなる会計期間においても起こりう

る。例えば、経済環境が変化し、採掘・採取の費用対効果が見合わなくなった場合、自

然災害の発生により資源へのアクセスまたは資源の収穫が不可能になった場合、または

ストックの回復のために資源へのアクセスが制限される場合、などである。 
 ④採掘・採取スケジュールの変更への対応 

予想される採掘・採取のスケジュールに変更があった場合、そこから NPV の推計が導

出する結果の解釈は困難になる。予想される採掘・採取のスケジュールに変更があった

場合は、如何なる理由であろうとも、（単なる追加情報の入手によるものであったとし
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ても）、NPV による推計をやり直さなくてはならない。この NPV 推計には、その時点にお

いて利用可能な全ての情報に基づく評価が反映されるべきである。 

 

（４）資産寿命の推計 

資産の寿命（または資源の寿命とも言う）とは、資産を生産に使用することのできる予

想期間、もしくは資源からの採掘・採取を行うことのできる予想期間のことである。 
 ①推計方法 

資源寿命の推計は、再生可能資源の場合、資産の利用可能な物的ストック及び想定さ

れる採掘・採取率とその増加率に基づいて行われる。単純なケースでは、資産寿命は、

期末の物的ストックを、予想年間増加量を予想年間採掘・採取量が上回る部分を用いて

割り算することにより算出できる。しかし、特に水産資源などの自然生物資源の場合、

生物学的モデル及び関連する生物資源の持続可能生産量を考慮し、変化する年齢別性別

構成の影響が資産の寿命の決定に反映するようにする。 
 ②モデルの使用 

生物学的モデル及び経済モデルを用いることにより、利用可能なストックと採掘・採

取率の間で調和を取ることで資産の寿命を決定する最適な採掘・採取経路が算出される。

特に再生可能資源の採取経路の決定では、しばしば暗黙に資源の持続可能性を仮定する。

例えば、将来における魚類ストックの管理は、収穫が資源の増加を上回らないように確

保すると仮定される。 
 ③仮定の検討 

SEEA では持続可能性を認める仮定には問題があるとされている。というのは、重要な

環境情報が無視されたり、過去に明らかになってこなかった行動を受け入れることを意

味したりするためである。反対する証拠が無い場合は、資産の寿命は、持続可能性に関

する一般的な仮定またはある意図を持って行われる管理慣行を通じてではなく、直近の

過去における採掘・採取率及び増加率に基づくことを推奨する。 

資産の寿命の推計は、NPV 手法が適用される時間枠を定めるために必要である。実際

には、如何なる割引率を選択したかに応じて、また資産の寿命が 20 年程度よりも長く

なる場合、NPV による推計は相対的に安定的となる。より後年になるほど、期待収益の

価値は小さい。 

 
（５）生産資産収益率 

生産資産の期待収益率は、環境資産の採掘・採取で用いられる生産資産の使用者費用の

推計のために必要である。この費用が減算されない場合、導かれる資源レントの推計は水

増しされたものになる。 
生産資産収益率の推計には、二種類の手法を利用できる。それらは、内生的手法、及び

外生的手法である。 
①内生的手法 

内生的手法の場合は、純営業余剰（粗営業余剰から固定資本減耗を減じたもの）を生

産資産のストックの金額評価で割ったものに等しい率を設定する。この手法は、環境資
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産を含む非生産資産に起因する収益が無いことを仮定しており、推奨しない。ただし、

これは生産資産収益率の推計の上限を意味する。 
 ②外生的手法 

外生的手法は SEEA で推奨している。この手法は、生産資産の期待収益率は、外生的

収益率（外部収益率）に一致すると想定している。理想的には、期待収益率は各活動に

固有の収益と関連性のあることが望ましい。そのため、特定の活動に対する投資リスク

を考慮する。しかし、多くの場合、金融市場は十分に発達しておらず、こうした特定の

収益率の確実な推計を提供することはできない。 

現実的な手法としては、国債が発行されている場合には、国債の利回りに基づいた経

済全体の収益率を用いることになる 104。全ての場合において、実質収益率を用いる必

要がある。外生的収益率が個別の生産資産の収益率の完全な近似である可能性は低いも

のの、外生的収益率は、NPV 法を用いた推計に必要な正常利益(normal returns)のもっ

ともな表現となりうる。 

 
（６）割引率の選択 

 ①割引率とは 

割引率は、資源レントの将来期待系列を、系列全体の金額評価の当期時点における推

計値に変換する際に必要となる。割引率が表しているのは時間の選好である。資産の保

有者が、将来ではなく現時点において所得を受け取るという選好である。これは所有者

のリスクに対する態度も示している。一般的に、個人や企業は、社会に比べるとより高

い時間選好がある。即ち、個人及び企業は、社会全体と比べれば、所有する資産からよ

り早く収益を得ることを求める。時間選好率が高いことは、高い割引率となる。 
 ②割引率の使用 

NPV 計算における割引率の使用は、非生産資産の期待収益率と解釈することができる。

全ての資産が特定され正確に測定され、完全競争の条件が整っている企業においては、

割引率と収益率は等しくなる。全ての資産の収益率が、受け取る所得に関する自らの時

間及びリスク選好と一致しているときにのみ、その企業が投資を行うからである。 

市場価格(物価)の一般的な概念沿った金額評価基準を確保するには、生産資産の想定

収益率に等しいような市場に基づく割引率を使用すべきである。 

 ③社会的割引率の使用 

環境資産の金額評価には社会的割引率の使用が支持されている。その根拠は、環境資

産は社会全体にとって広範に及びしかも長期間にわたる性質のもので、現代の採掘・採

取者にとっての価値との関連だけではなく、社会全体の観点から評価されるべきだから

である。 

社会的割引率の使用を支持する主要論点の一つは、一般的に、社会的割引率は市場に

基づく割引率よりも低くなり、割引率が低いということは将来世代が獲得する所得によ

り重点が置かれる点である。この論点によれば、市場に基づく割引率を用いた NPV の推

                                                   
104 これはまた、技術的な理由から、一般的な収益率が適切となる事例でもある。ある活動に特有の収益率が用いら

れる場合、NPV 式中の再評価(価格変動分)の項を導く際にその活動に特有の期待値を含める必要があり、そうする

と、活動に特有の収益率を用いる影響は相殺される。 
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計は将来世代に価値を置いておらず、将来の所得に十分なウェートを置いていないため、

得られた総額は過少となることが示唆される。 

 
（７）正味現在価値の計算 

前述の様々な構成要素を用いて、表 5.3-2 に示す基本的な段階を経ることによって、環

境資産の価値の推計が得られる。なお、ここでは資源レントの算出に残余価値法を用いる

と仮定している。 

 
表 5.3-2 正味現在価値計算の手順 

段階 推計項目 内容 等 
１ 粗営業余剰 粗営業余剰、採掘・採取に関連した特定の補助金及び税金、な

らびに採掘・採取活動のための生産資産の使用者費用の推定は、
適切な情報源から入手される。それらは大概の場合、国民経済計
算データ、関連する活動に特有の情報、及び生産資産収益率に関
する仮定に基づいている。 

２ 資源レント 推計の際、粗営業余剰から特定の補助金を減算し、特定の税金
を加算し、さらに生産資産の使用者費用を減算して求める。 

３ 資産の寿命 推計の際、ストックの物的評価及び採掘・採取率及び増加率の
予測に基づいて推計される。 

４ 資源レントの
予測 

予測の際、採掘・採取パターンの期待される変化を全て考慮する。 

５ 公式の適用 適切な割引率を用いて、NPV の公式を適用する。 

( )∑ = + += tN
ttt rRRV

1
1/

τ

τ
τ  

 
 ①NPV 計算結果の比較 

割引率の異なる推定値や資源レントの各種推計方法を用いて得られた NPV 計算結果を

比較することを推奨する。取引可能なアクセス権が存在する場合、またはレントの支払

いが記録されている場合に、こうした比較を行える。これらの資源レントの代替的な推

計は、NPV 公式に代入され、代替的な評価が得られる。 

 ②特定の税や補助金による影響の考慮 

特定の税金及び補助金の調整を行った後、導出された予想資源レントがマイナスとな

った場合には、資産の推計 NPV をゼロと想定すべきである。マイナスの資源レントが一

度観察されたのみで、この結論を出すべきではないが、将来において可能性の高い営業

余剰のパターンと特定の税金や補助金について考慮する必要がある。一部の事例では、

採掘・採取が継続される場合がある。特定の補助金が十分に支給され、採掘・採取者に

とって適切な所得が確保されるためである。しかし、この所得を対象となっている環境

資産の収益と考えるべきでなく、経済内における所得の再分配と捉えるべきである。 

例えば環境資産の実際の取引に基づく実際の市場価格が利用可能な場合は常に、この

情報が NPV に基づく評価に優先して用いられるべきである。この情報を取り入れる際、

取引の領域や対象範囲を NPV に基づく推計の範囲と比較して適切な調整を行う必要があ

る。 

 ③詳細レベルでの推計 
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NPV 推計の計算は個別ストックごとに行われることが理想的である。例えば、特定の

鉱床や魚のストックごとである。この詳細さのレベルでは、ストックの変動はより正確

に考慮され、仮定はより正確に評価されることが可能になる。NPV 評価の算出で用いら

れた仮定をテストするために、最大限の努力をすべきである。 

 ④発見や壊滅的損失 

鉱物・エネルギー資源の大規模な発見、または異常気象による木材資源の壊滅的損失

といった特定の個別ストックに関する追加情報を考慮すべきである。 

  会計期間における資産価値の変動を説明することが、資産勘定の中核部分である。期

首及び期末における資産価値の金額評価と同様に、発見や壊滅的損失などによるストッ

クの変動の金額評価も、こうした変動が期待収益に及ぼす影響によって左右される。こ

れらの変動は、通常、資産そのものの取引からは明らかにされないため、その金額評価

には NPV 手法を用いて、ストックの金額評価とストックの変化の金額評価を調整するこ

とが必要になる。 

 ⑤自然状態時(地中)の価格 

国連 SEEA-CF 報告書にある付属文書で強調されている点は、天然資源の量、採掘・採

取量、採掘・採取された資源に支払われた価格（採掘・採取費用減額後）即ち単位資源

レント、及び自然状態即ち採掘・採取前の資源価格、の関係である。重要な結論となっ

ているのは、単位資源レントを用いて天然資源のストックの評価を行うのは誤りだとい

う点である。代わりに自然状態時(地中)の価格が使われなくてはならない。同時に、こ

れら二種類の価格の間には明確な関係が存在する。資源レントの測定値を基に自然状態

時の価格を推計できる。 

 
5.3.4 数量による環境資産の測定 

第２章で説明したように、資産の数量測定とは物量の測定ではなく、価格変動の影響を

取り除いた後の資産価値の変動の推計である。したがって、数量測定は、量の変化に起因

する変動と質の変化に起因する変動から成る。 

 
（１）価格変動の影響の除去 

環境資産の数量測定は、異時点間における環境資産の変動の分析を支援するために行わ

れる。価格変動の影響を取り除く作業を行う理由は二つある。それらは、「購買力の指標の

提供」と「集計量の変化の評価」である。二つの根拠はいずれも、一国の富について総合

した分析を実施する際や、他の経済的資産や社会的資産と比較した場合の環境資産の相対

的重要度を検討する際に、重要な検討事項となる。 
「環境資産の購買力の指標」とは、任意の財・サービスを一式取得するのに用いられる

環境資産一式の能力の推計であり、「集計量の変化の評価」は、異なる環境資産からなる、

対象の物的ストックの集計量の変化の有無を評価することである。 
 

（２）購買力と集計量の変動の推計 
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環境資産一式の購買力を推計する際には、数量測定は、環境資産の総価値を一般的なイ

ンフレ率の推計値、例えば、消費者物価指数などで割ったものと等価となる。 
物的ストックの集計量の変動を推計する際、各種環境資産の物的ストックの変動の分析

において、概略の評価が完了している場合がある。しかし、土地はヘクタール、石炭はト

ン、といった具合に、各種環境資産は異なる物的単位で測定されるため、この手法では異

なる資産に跨って集計を行うことができない。物的ストックの集計量を反映した数量測定

をするためには、異なる測定手法が考えられる。 
①相対価値による重み付け 

ある一時点における相対価値(金額ウェイト)によって重みづけられた各資産の物的ス

トックの変動の集計量としての数量測定を行う。計測時点は、会計期間の期首または期

末であることが多いが、相対価値については期首及び期末時点の値の平均に基づいて計

算されることがある。 
②NPV 公式の利用 

この方法は、物的ストックの集計量を得るために、NPV 公式が用いられている場合に

適用可能である。この方法は、期末の段階で、各環境資産について NPV を再度推計する

方法である。その際、期首に用いたのと同じ、自然状態(地中)の資源価格を用いて行う。

再度推計された NPV の合計は、期末時点における環境資産の数量の推計値となる。この

推計値は、期首時点の環境資産の価値と比較が可能であり、この比較から数量の変動が

推計できる。実際には、期首及び期末における物的ストックはいずれも同じ価格一式を

用いて評価される。したがって、いかなる変動があっても、環境資産の数量の変動を反

映する。 

この手法の場合、変動する生産費用を反映する価格指数では、技術が一定不変である

と仮定することにより、これらの変化は数量の変動の中に捉えられる。 

③価格指数の使用 

資産の数量を導出するために、期末時点における個別資産の価値を、各資産に固有の

価格指数を用いて除する。多くの場合、これは採掘・採取した生産物の販売に関わる価

格指数（石炭のストック価値をデフレートするために用いられる石炭の価格指数等）で

ある。 
より正確な結果が得られるのは、価格指数に自然状態の資源価格の変動が反映される

場合である。この手法は、採掘・採取した生産物の日々変動する価格だけでなく、変動

する採掘・採取費用も考慮する必要がある。 
 
（３）時系列の資産価値 

時系列の資産価値を用いる中で、ある参照期間の自然状態の資源価格を用いて、その他

の全期間の資産価値を再度推計することができる。ここから自然状態の資源価格が一定の

場合の資産価値が時系列に得られる。 
しかし、一定の価格を用いることは、技術や採掘・採取費用の変化に起因する価格の変

動や関連する資源レントの変動が見えなくなる可能性がある。したがって、各期において
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適切な自然状態の資源価格を用いて各期の間における数量の変動を計算することが望まし

く、数量変動の推計結果を結びつけて、一つの時系列を形成することが望ましい。 
 
5.4 鉱物・エネルギー資源の資産勘定 

 
5.4.1 鉱物・エネルギー資源の資産勘定の概要 

鉱物・エネルギー資源は、採掘されるが、人間の時間的尺度の中では再生できない類の

資源である。これらの資源は再生できないことから、その採掘及び枯渇・減耗の速度、総

合的な入手可能性、開発に従事する産業の持続可能性を理解することに対し、特別な関心

が集まっている。(5.168) 

鉱物・エネルギー資源の資産勘定は、資源ストックの量と価値や、会計期間中の量と価

値の変動といった関連情報を整理する。採掘、枯渇・減耗、及び発見のフローは、この資

産勘定の中心であり、これらのフローからは個別資源の入手可能性に関して貴重な情報を

得ることができる。(5.169) 

鉱物・エネルギー資源のストック及びフローを評価すると、枯渇・減耗調整済み付加価

値の算出などを通じて、鉱業の付加価値と営業余剰の貨幣的推計との間に重要な関係がも

たらされる。こうした測定値からは、より完全な生産費用を考慮した形で採掘活動を評価

できる。これら資産の貨幣的推計は、政府が税金や使用料を設定する際にも関心を集める

可能性がある。これは多くの国において、政府が社会の代理としてこれら資産の集合的所

有者の地位にあることが背景にある。(5.170) 

本節では、鉱物・エネルギー資源及び関連する測定境界を、SEEA-CF 用に定義する。さ

らに、資源レントの推計に関する議論を含む物的・貨幣的な資産勘定を提示する。本節の

最後の部分では、鉱物・エネルギー資源に関連した具体的な測定の課題について考察する。

課題は二つあり、(i)鉱物・エネルギー資源の採掘からの所得の配分、(ii)再生可能資源か

らのエネルギーのストック及びフローの記録、である。(5.171) 

 
5.4.2 鉱物・エネルギー資源の定義及び分類 

 

（１）鉱物・エネルギー資源の定義 

鉱物・エネルギー資源には、石油資源、天然ガス資源、石炭資源、泥炭資源、非金属鉱

物、及び金属鉱物、それぞれの鉱床が含まれる。資源は一般的に地下で発見されるため（故

に一般的には地下資産と呼ばれる）、採掘可能とするのが妥当だとされる資源量はほとんど

正確には把握されていない。その結果、鉱物・エネルギー資源の測定において重要な要素

となるのが、鉱床中における鉱物・エネルギー資源の濃度と質である。この濃度及び質が、

採掘の費用と可能性に加え、将来採掘可能な量に関する信頼度に影響を及ぼすからである。

(5.172) 
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鉱物・エネルギー資源は、石油資源、天然ガス資源、石炭資源、泥炭資源、非金属鉱物、

及び金属鉱物の既知の鉱床 105 (known deposit、直接的な証拠によって存在が示された鉱

床、UNFC-2009, p.26)から構成されるものと定義される。(5.173) 

既知の鉱床の範囲を定義するのに用いられる枠組みが「国連・化石エネルギー並びに鉱

物埋蔵量及び鉱物資源のための枠組み分類（UNFC-2009）」（UNECE、2010 年）である。この

UNFC-2009 は、化石エネルギー資源及び鉱物資源の物量の分類・評価のための包括的かつ

柔軟性に富んだスキームである。(5.174) 

多くの国々がそれぞれ独自の分類体系を有している。例えば、石油技術者協会（SPE、

2007 年）、鉱物埋蔵量国際報告基準審議会（CRIRSCO、2007 年）、又は国際原子力機関（IAEA）

／国際エネルギー機関（IEA）などが作成した体系を基にしている。したがって、国際比較

を進めるためには、変換の必要が生じる場合がある 106。(5.175) 

 

（２）鉱物・エネルギー資源の分類 

鉱物・エネルギー資源には、石油、天然ガス、石炭、泥炭、非金属鉱物、そして金属鉱

物と様々な種類があるが、統計化という目的に適した、しかも国際的に認められた詳細な

鉱物・エネルギー資源の分類は存在しない。(5.181) 

①UNFC-2009 の基準 

UNFC-2009 における鉱物・エネルギー資源の分類は、各資源の採掘及び探査のプロジェ

クトが承認、開発、あるいは計画されたか否か、それらがどの程度まで進んでいるかを見

極めることによって行われる。プロジェクトの成熟度に応じて、対象となる資源が分類さ

れる。UNFC-2009 は、採取に影響を与える以下の三つの基準に従った資源分類に基づいて

いる。(5.176) 

ａ．経済的及び社会的実行可能性（E） 

ｂ．現場プロジェクトの状況及び実現可能性（F） 

ｃ．地質学的知識（G） 

最初の基準（E）は、プロジェクトの商業的実行可能性を確立する際の、経済的及び

社会的条件の適合性の程度を指定する。二番目の基準（F）は、採掘計画又は開発プロ

ジェクトの実施に必要な研究及びコミットメントの成熟度を指定する。これら二つは、

鉱床や集積の存在が確認される以前の初期の探査活動から始り、プロジェクトにおける

採取や生産物の販売の段階にまで及ぶ。三番目の基準（G）は、地質学的知識の確実性

及び関連する資源量の潜在的採掘可能性(recoverability)の水準を指定する。(5.177) 

②既知の鉱床の分類 

既知の鉱床は三つのクラスに分けられる。これらの各クラスは、UNFC-2009 の基準の組

み合わせに準じて定義づけされている。(5.178) 

                                                   
105 翻訳版では known deposit を「確認埋蔵量」と訳していたが、「既知の鉱床」に変更した。確認埋蔵

量は proven reserve の訳であり、混同すると誤訳となる。（追加コメント） 
106 こうした変換を容易にするためにマッピング法が開発され、UNFC-2009 と SPE 及び CRIRSCO の分類の

関係を示している。また、選定された国における UNFC の適用事例や、その他の体系と UNFC 基準の関
係 を 示 す マ ッ ピ ン グ 等 を 含 む UNFC 文 書 に つ い て は 、 以 下 の サ イ ト を 参 照 さ れ た い 。 : 
http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 
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クラス A：商業的に採掘可能(recoverable)な資源 このクラスには、前述の三つの基

準に照らし合わせて、E1 及び F1 に該当するプロジェクトの鉱床が含まれる。また、

地質学的知識の信頼度は、高（G1）、中（G2）、低（G3）のいずれかの場合である。 
クラス B：潜在的に、商業的に採掘可能な資源 このクラスには、E2（もしくは最終

的には E1）と同時に F2.1 又は F2.2 に該当するプロジェクトの鉱床が含まれる。ま

た、地質学的知識の信頼度は、高（G1）、中（G2）、低（G3）のいずれかの場合であ

る。 

クラス C：非商業的及びその他の既知の鉱床 このクラスには、E3 に該当し、実現可

能性では F2.2、F2.3、F4 に分類されるプロジェクトの資源が含まれる。また、地質

学的知識の信頼度は、高（G1）、中（G2）、低（G3）のいずれかの場合である。 

既知の鉱床は、経済的に実行可能になる期待がなく、採掘の実現可能性を判断する情報

が無い、あるいは地質学的知識に信頼を寄せるだけの情報が無い潜在的な鉱床を除いてい

る。表 5.4-1 は、資源の各クラスが UNFC 基準に基づきどのように定義されるかについての

概要を示している。UNFC に関する更に詳細な解説は、国連 SEEA-CF 報告書付属文書 A5.3

を参照されたい。(5.179) 

SNA において鉱物・エネルギー資源の測定の基礎となっている鉱床の範囲と比べると、

SEEA の既知の鉱床の範囲はさらに広範に及んでいる。SNA では、その範囲は、今日の技術

と適切な価格により商業的に開発可能な鉱床に限定されている 107。SEEA ではより広い範

囲の鉱床が適用されており、それによって鉱物・エネルギー資源のストックの利用可能性

に関してできるだけ広い理解が得られることを保証している。鉱物・エネルギー資源の評

価の範囲に関連した課題については、5.4.4 節で考察する。(5.180) 

 
 

  

                                                   
107 2008 SNA のパラグラフ 10.179 を参照。 
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表 5.4-1 鉱物・エネルギー資源の分類 

 SEEA クラス 該当する UNFC-2009 プロジェクト分類 

  E F G 

  経済的及び社会的 

実行可能性 

現場プロジェクトの状況 

及び実現可能性 

地質学的知識 

既知の鉱床 

クラス A： 商業的に採

掘可能な資源 1 

E1. 採取及び販売が経

済的に実行可能である

ことが確認されている 

F1.確定した開発プロジェ

クト又は採掘作業による

採取の実現可能性が確認

されている 

高 （ G1）、 中

（G2）、低（G3）

の各水準の信

頼度をもって

推計が可能な

既知の埋蔵量

に付随する量 

クラス B： 潜在的に、

商業的に採掘可能な資

源 2 

E2. 採取及び販売が、

近い将来、経済的に実

行可能になる見込みで

ある 3 

F2.1 近い将来に開発を正

当化するため、プロジェク

ト活動が継続中である 

又は、 

F2.2 プロジェクト活動は

保留中であるか、商業開発

としての正当化が著しく

遅延する可能性がある、の

いずれか又は両方 

クラス C： 非商業的及

びその他の既知の鉱床 4 

E3. 採取及び販売が、

近い将来、経済的に実

行可能になる見込みに

なっていないか、又は

経済的に実行可能か否

かの評価を行うには時

期尚早である 

F2.2 プロジェクト活動は

保留中であるか、商業開発

としての正当化が著しく

遅延する可能性がある、の

いずれか又は両方 

又は、 

F2.3 可能性が限定的とい

う理由から、進行中の開発

計画が存在しないか、又は

その時点における追加情

報を取得する計画が存在

しない 

又は、 

F4. 開発プロジェクトも

しくは採掘作業が確認さ

れていない 

潜在的鉱床 

（SEEAに含まれない） 

探査プロジェクト 

追加的な量が存在する 

E3. 採取及び販売が、

近い将来、経済的に実

行可能になる見込みに

なっていないか、又は

経済的に実行可能か否

かの評価を行うには時

期尚早である 

F3. 技術データが限られ

るという理由から、確定し

た開発プロジェクト又は

採掘作業による採取の実

現可能性を確認すること

ができない 

又は、 

F4. 開発プロジェクトも

しくは採掘作業が確認さ

れていない 

主に間接的な

証拠（ G4）に

基づいた、潜

在鉱床に付随

する推計量 

注釈 

1. 稼働中のプロジェクト、開発の承認を受けたプロジェクト、及び開発が正当化されたプロジェクトを

含む。 

2. 未決定の経済的及び限界的開発プロジェクト、並びに保留中の開発プロジェクトを含む。 

3. 潜在的な商業プロジェクトは、E1 の要件も充足する場合がある。 

4. 明確化されていない開発プロジェクト、存続不可能な開発プロジェクト、及び存在する追加的な量を

含む。原典は、UNFC-2009 の図 2 及び図 3。 

 

5.4.3 鉱物・エネルギー資源の物的資産勘定 

鉱物・エネルギー資源の物的資産勘定は、資源の種類毎に編集され、鉱物・エネルギー

資源の期首・期末ストックの推計及び会計期間中のストックの変動の推計を含んでいる必

要がある。(5.182) 
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（１）測定単位 

関連情報を取り纏めて提示するための測定単位は、資源の種類によって異なり、トン、

立方メートル、もしくはバレルなどが用いられる。勘定目的から言えば、期首・期末のス

トック及び会計期間中のストックの変動を記録するために、同じ資源には同じ測定単位が

用いられるべきである。(5.183) 

このように資源毎に異なる単位が用られるために、異なる資源にまたがって各クラスの

鉱床について合計を意味あるものとして推計することはできない点に注意が必要である。

ある資源のグループ内では、例えばエネルギー資源などは、異なる資源の間でジュールや

その他の共通単位を用いることにより集計できる。(5.184) 

 
（２）期首及び期末ストックの測定 

理想的には、各鉱物・エネルギー資源の期首・期末ストックは、資源クラス毎、すなわ

ち表 5.4-2 の構成にしたがって、クラス A：商業的に採掘可能な資源、クラス B：潜在的に

商業的に採掘可能な資源、クラス C：非商業的及びその他の既知の鉱床、に分類される。

(5.185) 

個別の種類の資源を全クラス網羅した合計を作成することは推奨されない。各クラスの

採掘の可能性はそれぞれ異なるため、特定の資源について（例えば、石炭）、利用可能な資

源を単純に合計しても、その結果は、その資源の利用可能な総量としては誤解を招く可能

性があるからである。(5.186) 

 
表 5.4-2 鉱物・エネルギー資源のストック 

 既知の鉱床のクラス 

鉱物・エネルギー資源の種類 
A：商業的に 

採掘可能な資源 
B：潜在的に商業的に

採掘可能な資源 
C：非商業的及び 

その他の既知の鉱床 

石油資源（千バレル） 800 600 400  

天然ガス資源（m3） 1,200 1,000 1,500  

石炭及び泥炭資源（千トン） 600 50 50  

非金属鉱物資源（トン） 150 200 100  

金属鉱物資源（千トン） 60 40 60  

注： 種類の異なる資源には、異なる物的単位（トン、立方メートル、バレル、等）が用いられる。 

 

この枠組みにおいては、貨幣的評価を確立すべき資源を特定することが重要になる。こ

の区別がはっきりしない場合、個別の資源の物的勘定と貨幣的勘定で比較を行っても、結

果として得られる個別資源の平均価格や相対的な利用可能性の指標は誤解を招くものにな

る可能性がある。(5.187) 

鉱物・エネルギー資源の基本的な物的資産勘定を表 5.4-3 に示す。(5.188) 
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表 5.4-3 鉱物・エネルギー資源の物的資産勘定 

 鉱物・エネルギー資源の種類 

（クラス A：商業的に採掘可能な資源） 

 石油資源 

（千バレル） 

天然ガス資

源（m3） 

石炭及び泥

炭資源（千ト

ン） 

非金属鉱物 

（トン） 

金属鉱物 

（千トン） 

鉱物・エネルギー資源の期首ストック 800 1,200 600 150 60 

ストックの増加      

発見     20 

再査定による上方修正  200  40  

分類の変更      

ストックの増加計  200  40 20 

ストックの減少      

採掘 40 50 60 10 4 

壊滅的損失      

再査定による下方修正   60   

分類の変更      

ストックの減少計 40 50 120 10  4 

鉱物・エネルギー資源の期末ストック  760 1,350  480 180  76 

注： 種類の異なる資源には、異なる物的単位（トン、立方メートル、バレル、等）が用いられる。 

 
（３）ストックの増加及び減少 

ストックの物的変動においては、以下の種類（①発見、②再査定、③採掘、④壊滅的損

失、⑤分類の変更）の変動を考慮する必要がある。(5.189) 

①発見 
発見は会計期間中に発見された新規鉱床の埋蔵量の推計である。発見として記録される

ためには、新規鉱床は既知の鉱床でなくてはならない。すなわちクラス A、B、又は C とな

る。発見の記録は、資源の種類別及び資源のクラス別に行われる必要がある。 

②再査定 
再査定には上方修正又は下方修正の場合がある。再査定は既知の鉱床にのみ関係する。

一般的に、再査定が関連するのは、特定鉱床の利用可能なストックの推計の増加又は減少、

もしくは地質学的情報、技術、及び資源価格といった各要素やこれら要素の組み合わせに

変化が起きた場合の特定鉱床のクラス A、B、C 間の分類変更である。 

③採掘 
ａ．採掘量の推計 

採掘の推計には、鉱床から物理的に運び出された資源の量を反映する必要がある。ただ

し、表土（オーバーバーデン、目的の資源を採取するために除去した土壌やその他の資源

の量）を除く必要がある。また、採掘量の推計は、資源の精製や加工が実施される前に行

われる。採掘量の推計には、居住者又は非居住者による不法採掘の量を含める必要がある。

不法採掘も、利用可能な資源の量を減らすことになるからである。 
ｂ．天然ガスの採掘量の推計 

天然ガスの場合、一部の鉱床における採掘工程の性質上、採掘量の測定が困難になる場

合がある。天然ガスが石油と共に発見された場合、油井から石油（と共に一部天然ガス）

を地上に放出させるのは、天然ガスによる圧力によるものである。放出される天然ガスの

一部は、直接の使用に供されることなく、燃焼処理（フレア）される場合がある。また、

特に、採掘が一定時間に及んで継続した後には残留する石油にさらに圧力をかけて放出を
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促すために、一部の天然ガスが再注入される場合がある。そのような場合に、石油に付随

する天然ガスを説明するには、再注入に用いられる引き当て分を見積もっておかなくては

ならない。 
④壊滅的損失 

壊滅的損失は、大部分の鉱物・エネルギー資源に関しては稀である。洪水や鉱山の崩落

が発生することはあるが、鉱床は引き続き存在し、原則的には回復可能である。問題とな

るのは、資源そのものが実際に失われることではなく、採掘の経済的実行可能性に関する

ことである。一般原則の一つの例外は、油井が火災で破壊されたり、他の理由から安定性

が損なわれたりすることによって、石油資源が大きく失われる懸念があることである。こ

うした状況下での石油及び関連資源の損失は、壊滅的損失と見なされる。 
⑤分類の変更 

分類の変更が発生するのは、鉱床へのアクセス権をめぐる政府決定に起因して、ある鉱

床が採掘活動に対して開放されるか、閉鎖されるかという場合である。その他の既知の鉱

床の量の変動は、全て再査定として取り扱われる必要がある。また、分類の変更は鉱物・

エネルギー資源の資産勘定が制度部門ごとに編集される場合に、記録される。 
 

（４）リサイクルに関する情報の収集 

自動車やコンピューターなど生産された財のリサイクルを通じて、様々な金属やその他

の鉱物を供給する能力に対する関心が益々高まっている。ある経済内に存在する財に含ま

れる金属及び鉱物のストックは、ここで取り上げられている資産勘定の範囲には入らない。

しかし、一国で行われているリサイクルの程度によっては、再生金属やその他の鉱物の利

用可能性に関するより正確な実情を把握するために、これら資源に関する情報が収集して

もよい。更に、環境からこれら資源を採掘することに対する需要に関しての情報が収集さ

れる場合がある。(5.190) 

 
5.4.4 鉱物・エネルギー資源の貨幣的資産勘定 

鉱物・エネルギー資源の貨幣的資産勘定は、資源の物的ストックに関する情報の利用可

能性に基づく。したがって、貨幣的資産勘定の構成は、物的資産勘定のそれと非常に似通

っている。基本的な構成を表 5.4-4 に示す。(5.191) 

貨幣的資産勘定では、再評価に関する項目が追加されている。再評価は、会計期間中の

資源価格の変動に起因するか、又は、鉱物・エネルギー資源の評価に用いられ NPV 手法の

基礎を成している仮定の変更に起因して発生する。(5.192) 
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表 5.4-4 鉱物・エネルギー資源の貨幣的資産勘定（通貨単位） 

 鉱物・エネルギー資源の種類 

（クラス A：商業的に採掘可能な資源） 

 石油資源 天然ガス 

資源 

石炭及び泥

炭資源 

非金属鉱物 金属鉱物 

資源のストックの期首残高 24,463 19,059 41,366 1,668 6,893 

ストックの価値の増加      

発見     1,667 

再査定による上方修正  3,100  391  

分類の変更      

ストックの価値の増加計  3,100  391 1,667 

ストックの価値の減少      

採掘 1,234 775 4,467 98 333 

壊滅的損失      

再査定による下方修正   4,467   

分類の変更      

ストックの価値の減少計 1,234 775 8,934 98 333 

再評価 412 -972 5,945 -442 -4,287 

資源のストックの期末残高 23,641 20,412 38,377 1,519 3,940 

 
（１）鉱物・エネルギー資源のストックの評価 

①対象とするクラス 

測定境界が物的には全ての既知の鉱床にまで拡張される一方で、期待される採掘活動状

況や取得についての不確実性により、これら全ての鉱床を貨幣的に評価できない可能性が

ある。その結果、クラス B 及び C の鉱床の資源レントを、高い信頼性を持って決定するこ

とができない。したがって、評価は「クラス A：商業的に採掘可能な資源」の鉱床につい

てのみ行われることが推奨される。クラス B 及び C の鉱床について評価が行われる場合、

これら個々のクラスの値は明確に区別されるべきである。各クラスの鉱床を評価する際は、

予想される採掘のパターンと資源レントの決定に、採掘の可能性とその時期を考慮するこ

とは重要である。(5.193) 

②NPV 手法の活用 

自然状態にある鉱物・エネルギー資源の取引は殆ど発生しないため、これら資産の評価

には国連 SEEA-CF 報告書 5.4 節で紹介した NPV 手法を用いる必要がある。この計算は、個々

の種類の資源別に行う必要があり、資源の特定の鉱床について実施できれば理想的である。

そして、異なる様々な資源を合計して、鉱物・エネルギー資源の総価値を求める。(5.194) 

鉱物・エネルギー資源の評価に NPV 手法を用いる場合、特に資源レントの推計に関連し

て、幾つかの特定の要素を考慮する必要がある。(5.195) 

一般的に、資源レントは、鉱業の所得及び操業費用に関する情報に基づいて推計される。

その目的は、例えば石炭など任意の種類の資源に特有の資源レントを定義することにある。

この目的を達成するためには、幾つかの要素を念頭に置いておく必要がある。(5.196) 

 
（２）資源レント推計の要素 

①所得及び操業費用の範囲 
採掘量の定義との整合性のため、資源レントを導き出す際に考慮される所得及び操業費

用の範囲は、採取プロセスだけに限定されるべきであり、その後の段階である採掘された
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資源の精製や加工を通じて追加的に発生する所得や費用は除外されるべきである。採掘プ

ロセスには、鉱物探査及び評価活動が含まれると見なされ、これらの費用は資源レントを

導き出す際に減算される。(5.197) 

②単一の鉱床に含まれる複数の資源 

一部の鉱物・エネルギー資源では、単一の鉱床に幾つかの種類の資源が含まれている場

合がある。例えば、油井にはガスが含まれることが多く、銀、鉛、及び亜鉛についてはこ

れらを一緒にしか採取できないことも多い。このような状況下では、資源価値の計算に用

いられる資源レントは、商品毎に配分される必要がある。しかし、データは単一の採掘単

位でしか入手できないため、各種の資源の既知の採掘費用に基づく資源毎の資源レントの

推計を導き出すには、詳細な業界知識又は一般的経験則を用いて全体の採掘費用を配分す

る以外に方法が無い場合がある。(5.198) 

③価格変動と採掘率 

資源採掘のための操業費用が大きく変動する可能性はあまりないが、一方で、採掘資源

の販売から得られる所得が変動する可能性は高い。その結果、資源レント（残余として導

き出される）は、時系列的に、かなり激しく変動する可能性がある。さらに、一期間にお

ける資源レントの総額も、採掘率の影響を受ける可能性があり、この採掘率も鉱山の崩落

等の偶発的事故の影響を受ける可能性がある。予測値となりうる資源レントを定義するこ

とが目的であるため、最初に推奨されることは、個別の資源の資源レント合計をある期間

に採掘された量で除することによって単位資源レントを導き出すという作業である。第二

に、将来の資源価格に関する情報が他に無い場合、資源レントの代用となるもの（例えば、

回帰に基づく推計、移動平均、等）を将来の資源レントを推計するための基礎として用い

る場合がある。情報の解釈を容易にするために、将来の予想価格及び予想費用に関する仮

定は明確にしておく必要がある。(5.199) 

④資源探査及び評価の情報 

ａ．資源探査の扱い 

資源探査は、商業開発の可能性のある鉱物・エネルギー資源の新規鉱床を発見するため

に行われる活動である。このような探査は、採掘活動に従事する企業の自己勘定で行われ

るだろう。さもなければ、専門企業が自らの目的のために、もしくは他から報酬を受けて、

探査を実施する場合もある。探査及び評価から得られる情報は、何年もの歳月を費やして

その情報を得た企業等の生産活動に影響を及ぼす。したがって、その支出は、一種の生産

資産である知的財産生産物の生産をもたらす総固定資本形成の一形態と見なされる。

(5.200) 
鉱物の探査及び評価を構成するのは、石油及び天然ガスの探査にかかる支出の価値、及

び石油以外の鉱床の探査にかかる支出の価値、さらには行われた発見に関するその後の評

価である 108。(5.201) 
ｂ．支出の内訳 

これらの支出には、許可取得前費用、許可及び許可取得費用、査定費用、掘削及びボー

リングの実地試験費用、これらに加えて、試験を実施するために生ずる航空費用や輸送費、

                                                   
108 2008 SNA のパラグラフ 10.106 を参照。 
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その他の調査費等が含まれる。資源の商業開発が開始された後、再評価が行われる場合が

あり、こうした再評価の費用も含まれる。(5.202) 

この資産の固定資本減耗は計算されるべきである。その際可能性として、採掘企業や石

油企業が使っているのと同じ平均耐用年数を使うことができる。(5.203) 

ｃ．資源レントの推計 

資源レントの推計という目的のためには、固定資本減耗と生産資産に対する収益の両方

を含む、これら生産資産の使用者費用を控除する必要がある。(5.204) 

鉱物探査の成果は鉱物・エネルギー資源の発見と認識されており、したがって貸借対照

表上の鉱物・エネルギー資源の価値は、その一部が鉱物探査に起因するものと見なされる

ことがある。ただし、SNA に従えば、鉱物探査活動の産出は知的財産生産物と見なされ、

天然資源とは見なされない。資源レントを導き出す際に鉱物探査及び評価の使用者費用を

控除することにより、記録された鉱物・エネルギー資源の価値が非生産環境資源の価値の

みを確実に反映することになる。(5.205) 

⑤鉱山及び掘削装置の自然環境復元費用 
2008 SNA における処理と整合性を保つために、多くの場合、鉱床の生産寿命の終了時に、

一般的には採掘場所周辺の自然環境の復元を目的とした費用は採掘者が負担することが認

められている。これらの費用が合理的に予想もしくは推計できる場合には、現実の費用発

生が採掘場所の操業終了の一時点であったとしても、採掘場所が操業している期間全体を

通じて、採掘者が獲得する資源レントを減じるものと見なされる。これら費用の勘定に関

する詳細は、国連 SEEA-CF 報告書第 4 章で考察された通りである。(5.206) 

⑥再査定 

ここまでの議論において暗黙の内に前提とされてきたのが、鉱物・エネルギー資源は単

一の鉱床を構成し、したがっていかなる採掘や発見も、一国にとって利用可能な全ての資

源の寿命に影響を及ぼすということだった。勿論、実情はその通りではない。一部の油田

は相対的に短い時間枠の中で枯渇すると採掘者は他所へ移動する。(5.207) 

多くの再査定は、採掘が既に進行中の確立した現場に適用される。再査定で量の上方修

正が行われれば資源の寿命は延び、さらに新旧の資産寿命の変化に大きく反映され、付加

価値の増加が生じる。これは、追加的な投資が行われなければ、採掘率は一定に留まるた

めである。(5.208) 

完全に新規となる発見の場合は、幾分状況が異なる。例えば予想される寿命が 20 年の

鉱床が発見され、その寿命はある国の既存の埋蔵量と同じだと仮定する。この新規鉱床の

資源が発見後 21 年目から 40 年目の間に採掘されると自動的に仮定するのは現実的ではな

い。一方で、この新規鉱床からの採掘が発見後 1 年目から 20 年目の間に行われ、したがっ

てこの期間の総採掘量がそれまでの倍になると考えるのもまた現実的ではない。こうした

理由から、可能な限り、発見と再査定の影響の予想を別々に行うことが望ましく、かつ鉱

床毎に行うのが理想的である。(5.209) 

⑦採掘パターンの仮定 

資源レントに関する仮定とは関係なく、将来に実現する採掘パターンに関して仮定を設

けなくてはならない。最も多く用いられる仮定は、採掘率は物的には一定水準を保つとい
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うものだが、何故そのようになるべきかについての理由は存在しない。資源が消滅に近づ

く際、一部の鉱床が完全に枯渇に至る中で、もしそれに取って替わる新規の鉱床が現れな

ければ、産出が減少する可能性がある。あるいは、企業は採掘率を調整して、毎年毎年総

額で同じ所得を得るか、もしくは資源が減少する際、同時に価格が上昇すると仮定して、

採掘量を減らす可能性がある。政府又は企業から予想される採掘水準に関して利用できる

情報が提供される可能性がある。ただし、こうした情報は、新規発見や再査定の可能性に

関して保守的な予測を基にする傾向がある。(5.210) 

より精密な情報が無い場合に、合理的な仮定となるのは、採掘率が物的に見て一定に保

たれるということである。そして、これはさらに、採掘プロセスの効率が一定で、採掘に

関わる生産資産のストックも資源の利用可能なストックに比例して一定であることを実質

的に仮定している。(5.211) 

⑧資源の寿命 

どの時点においても、資源の寿命は、その時点のストックを予想される採掘率で割った

ものに等しくなる。一年が経過すれば、資源の寿命は採掘により一年分縮まることになり、

また資源の寿命は期間中の発見や再査定の量を平均採掘率で割った分だけ変動する。もし、

最終的に、再査定による下方修正の方が、再査定による上方修正と発見よりも多ければ、

資源の寿命はさらに短くなる。(5.212) 

資源の寿命の計算に用いられるストック量は、評価対象となる量と一致しなくてはなら

ない。クラス A の資源のみが評価を受けるため、資源の寿命はこのクラス A 資源のみに基

づいて計算されなくてはならず、資源の既知の鉱床を合計したもの（クラス B、C 資源を含

んだもの）であってはならない。(5.213) 

 
（３）鉱物・エネルギー資源フローの評価 

①ストックの増加と減少の価値 

ストックの増加と減少の価値の計算には、期間中の自然状態の資源の平均価格に、発見、

再評価、採取、枯渇・減耗、又は損失の量を乗じたものが用いられる。これは、国連 SEEA-CF

報告書 5.4節で概説された手法及び国連 SEEA-CF報告書付属文書 A5.1で詳細に説明された

手法と一致する。(5.214) 

②取得と処分 

これらの取引は稀であるものの、発生すれば記録の必要がある。これらの取引の価値の

推計には、所有権移転の費用を考慮する必要がある。この費用は、生産資産の購入－非生

産資産に対する所有権移転の費用、として記録される。貸借対照表上において、この生産

資産は、対象となる鉱物・エネルギー資源の価値に組み込まれていると見なされる 109。

(5.215) 

 
5.4.5 鉱物・エネルギー資源の測定におけるその他の課題 

（１）所得の配分 

                                                   
109 2008 SNA のパラグラフ 10.97 を参照。 
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①所得及び環境資産収益の共有 

鉱物・エネルギー資源の一般的な特徴は、資源の採掘から得られる所得が経済単位間で

共有される点である。通常、所得の一部が営業余剰の形で資源の採掘者のものとなり、ま

た一部が賃貸料の形で政府に対して発生する。政府は、資源へのアクセスを許可すること

により、社会の代理としてこの所得を得る。(5.216) 

取り決めの内容によっては、採掘者及び政府の双方が、資源の採掘から期待される将来

所得の形で、かなりの資産を保有することになる。国連 SEEA-CF 報告書 5.4 節の説明内容

に従えば、期待される所得（総額で資源レントと一致）は二つの構成部分、すなわち枯渇・

減耗と環境資産純収益に分割できる。各経済単位にとっての資産価値の変動は、枯渇・減

耗に起因する減少を反映するが、その一方で、環境資産収益は、所得の発生勘定及び所得

の配分勘定に反映される。(5.217) 

②枯渇・減耗費用の記録 

SEEA における一つの特定の目的は、一般的な国民経済計算の枠組みの中で、天然資源の

採掘から得られる所得が、枯渇・減耗の費用からどのような影響を受けるかを示すという

ことである。特に、SEEA では、経済全体及び制度部門における営業余剰、付加価値、及び

貯蓄の減耗調整済み推計を定義することを目指している。ある任意の鉱物・エネルギー資

源にとって枯渇・減耗の量は一つしかないため、勘定フレーム内で関連する経済単位間で

これを配分しなくてはならない 110。(5.218) 

概説された状況において、これらの所得及び関連する枯渇・減耗の勘定は、標準的な国

民経済計算の枠組みの中では難しい問題となっている。これには二つ理由がある。一つ目

は、所得フローが生産勘定及び所得の発生勘定に記録される採掘者の付加価値及び営業余

剰、そして第 1 次所得の配分勘定に記録される政府が稼得したレントととして異なる複数

の勘定に記録されることである。もう一方は、標準的な勘定の構成においては固定資本減

耗として記録される生産資産の費用とは異なり、獲得された所得に対して、枯渇・減耗の

費用が記録されないことである。その代わり、SNA において、枯渇・減耗はその他の資産

量変動勘定に記録される 111。(5.219) 

③SEEA での勘定処理 

SEEA では、次に挙げる勘定処理が推奨される。(5.220) 

ａ．枯渇・減耗の総費用 

枯渇・減耗の総費用を、採掘者の生産勘定及び所得の発生勘定に、付加価値及び営業余

剰からの控除として記録する。これにより、採掘活動と経済全体の営業余剰及び付加価値

の総計の分析が、枯渇・減耗の費用を完全に説明することを保証する。さらに、政府には

採掘活動に関連した営業余剰が無いため、政府の生産勘定に枯渇・減耗を記録しないこと

で、政府の産出の推計（投入費用に基づいて計算される）が枯渇・減耗により増えないよ

うにすることができる。 
ｂ．採掘者から政府へのレントの支払い 

                                                   
110 政府所有の単位が採掘を行う場合、非金融法人企業が獲得した営業余剰として処理し、レントの形式

で所得を得る一般政府とは区別する必要がある。 
111 2008 SNA のパラグラフ 12.26 を参照。 
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採掘者から政府へのレントの支払いを、第 1 次所得の配分勘定に記録する。この記入は、

標準的な国民経済計算の記入である。 

ｃ．政府が負担する枯渇・減耗 

第 1 次所得の配分勘定に「政府が負担する枯渇・減耗」の記入を記録する。これは、(i)

政府が得たレントには、政府の枯渇・減耗調整済み貯蓄を測定するために控除されなくて

はならない枯渇・減耗合計の内の政府分が含まれていること、及び(ii)採掘者の枯渇・減

耗調整済み貯蓄は、枯渇・減耗合計がその勘定内で控除された場合には、小さく記録され

ること、の二点を反映するためである。この記入を別角度から見れば、政府が得たレント

は、政府の枯渇・減耗調整済み貯蓄を導く際に、枯渇・減耗を控除後（すなわち枯渇・減

耗調整済みレント）に記録されなくてはならないということである。 

これらの記入を表 5.4-5 に示す。重要な点は、これらによって、枯渇・減耗調整済み集

計量を制度部門間で合計すると、全経済レベルで計算された同じ集計量に必ず一致するよ

うになることである。(5.221) 

 
表 5.4-5 鉱物・エネルギー資源の所得及び枯渇・減耗を配分するための記入 

 政府 採掘者 

取引 源泉  使用 源泉 使用 

生産勘定     

産出 – 採掘からの売上   100  

中間消費     50 

粗付加価値    50  

固定資本減耗   -15  

純付加価値   35  

枯渇・減耗   -6  

枯渇・減耗調整済み純付加価値   29  

所得の発生勘定     

被用者報酬    20 

粗営業余剰   30  

固定資本減耗   -15  

純営業余剰   15  

枯渇・減耗   -6  

枯渇・減耗調整済み営業余剰   9  

第 1 次所得の配分勘定     

枯渇・減耗調整済み営業余剰     

賃貸料 5   5 

政府が負担する枯渇・減耗  3 3  

枯渇・減耗調整済み貯蓄  2  7 

 
④枯渇・減耗と正味資産・純資産 

個々の経済単位に示された枯渇・減耗の値は、鉱物・エネルギー資源に関連した個々の

経済単位の正味資産・純資産の変動と一致する（その際、資源のストックに、発見など他

の変動が無いことを前提とする）。したがって、政府が資源レントの 40%を採掘者によるレ

ント支払いを通じて回収する場合、政府が負担する枯渇・減耗は、測定される枯渇・減耗

の総計の 40%となる。この計算を行う際には、将来の資源レントの内の政府の取り分は一

定を維持することを仮定とする。この割合が将来変動することが予想されるなら、政府が
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獲得するレント及び政府が負担する枯渇・減耗もそれに応じて調整される必要がある。

(5.222) 

付随する貸借対照表の記入の仕方は、分析の性質や国内での制度的取り決めの内容によ

って様々に異なる可能性がある。ただし、いかなる形式であろうとも、資産の配分と結果

的に現れる制度部門の正味資産・純資産の推計は、資源採掘から各経済単位が得ると予想

する将来の一連の所得を反映する必要がある。(5.223) 

鉱物・エネルギー資源の採掘からの所得及び枯渇・減耗を配分するこの手法は、枯渇・

減耗の可能性がある他の天然資源の勘定を編集する際にも適用できる。(5.224) 

 
（２）再生可能エネルギー資源の処理 

①資源の種類 

再生可能資源からのエネルギーは多くの国において重要なエネルギー源であり、これま

で主に再生不能資源からのエネルギーに頼ってきた国々にとっての代替エネルギー源とし

て見られることが多くなっている。再生可能資源からのエネルギーには、例えば風力、水

力（流込み式を含む）、太陽光、地熱をはじめ、これら以外にも数多くの種類が存在する。

SEEA における再生可能資源を網羅したリストは、国連 SEEA-CF 報告書第 3 章の表 3.2.2 の

とおりである。(5.225) 

再生可能資源は、化石エネルギー資源のように使い果たされることはなく、かと言って

生物資源のように生まれ変わるものでもない。そのため、勘定の観点からすれば、使用し

尽くすかもしくは販売に供することのできる再生可能資源の物的ストックは存在しない。

(5.226) 

②SEEA の測定範囲 

これらエネルギー源に関わる SEEA の測定範囲は、関連する生産資産及び付随する技術

への現在の投資を前提とした場合に生産されうるエネルギーの量についてのものである。

範囲から除外されるのは、将来において投資と技術が増えた場合に、再生可能資源から産

み出される可能性のある潜在的なエネルギー量である。(5.227) 

③関連した土地の評価 

再生可能エネルギー獲得施設及び装置への投資の存在は、そうした施設が関わる土地の

価値に影響を及ぼす。例えば、もし風力からエネルギーを取り出すための風車建設に投資

が行われるなら、特に風の強い土地は、風の無い土地に比べ価格が高くなる可能性がある。

したがって、風力、太陽光、及び地熱といった資源に基づく資源レントを獲得する機会は、

地価に反映されることが期待される 112。(5.228) 

対象となる土地から発生する唯一の所得が再生可能資源からのエネルギーによるもの

だった場合、土地の価値は理論上、その将来の一連の所得の正味現在価値に等しくなる。

ただし、同じ地域から他の所得を獲得することもありうる。例えば、風力発電地帯で農業

が行われる可能性などである。こうしたケースでは、土地の評価には、これら他の活動か

ら発生する所得も含まれているはずである。だけれども、可能ならば、再生可能資源によ

るエネルギー生成から生まれる所得に帰せられる土地の価値を推計するために、土地の価

                                                   
112 地価の上昇分がその資源の資源レントを示しているはずだという考え方である。（追加コメント） 
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値は分割して考えることが望ましい。再生可能資源からのエネルギーに関連した土地の評

価については、2.5(5.5)節で考察を行う。(5.229) 

④バイオマス以外の資源 

ａ．水力発電 

水力発電からの将来の一連の所得の評価に関して、特に言及しなくてはならない。この

場合には、一連の所得を土地の面積ではなく、水のストックとの関連で考えるのが妥当で

ある。したがって、水力発電の場合、水力発電による再生可能エネルギー生成から生まれ

る所得に帰せられる水資源の価値を推計するために、水資源の価値は分割して考えられる

ことが望ましい。水力発電に関連した水資源の評価については、2.10(5.10)節で考察を行

う。(5.230) 

ｂ．海上利用 

再生資源からのエネルギーの獲得に対する投資の一部は、海上が対象になる（例えば、

洋上風力発電など）。慣例により、これら資源からの一連の所得の価値は、土地の価値に起

因するものとなる。(5.231) 

ｃ．NPV 評価 

一般的に、再生可能資源自体は市場で販売されないため、評価のためには NPV 手法を用

いる必要がある。そのような評価を行う場合、エネルギーの獲得に用いられる固定資産の

費用を含め、あらゆる費用を控除する必要がある。(5.232) 

⑤バイオマス資源の評価 

これらの勘定処理は、木材資源やその他のバイオマス資源から生まれるエネルギーの場

合にはあてはまらない。ここまでに例を挙げたエネルギーの再生可能資源とは異なり、木

材資源のストックは観察と測定が可能である。概念上、木材資源の量と価値（5.7 節にて

考察）は、エネルギー資源としての使用を含め、木材の可能な用途を全て包含する。バイ

オマスからのエネルギー・フローの記録に関しては、国連 SEEA-CF 報告書 3.4 節で詳細に

考察されている。(5.233) 

⑥エネルギー生産に関連する環境資産の総価値 

エネルギーの生成に関連する様々な資産の価値を合計して、エネルギー生産に関連する

環境資産の総価値を求めることができる。このような集計量には、鉱物・エネルギー資源

（石炭、石油、天然ガス等）の価値、エネルギーの再生可能資源（風力、太陽光、地熱等）

に起因した土地の価値、エネルギーに使用される木材の価値、及び水力発電に使用される

水資源の価値が含まれる。(5.234) 

 




